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はじめに

中国四国厚生局は、平成 13 年の中央省庁等の再編成による厚生労働省の発

足と同時に設置されて以来、国民の皆様に最も身近な医療、健康、年金、福

祉などの社会保障政策を実施する地域における国の行政機関として、主に中

国５県の厚生行政を担当しています。

当厚生局は、地域の皆様に対する身近な厚生行政の窓口として、地域の状

況を的確に把握しつつ、国の社会保障政策に関する各種取り組みの円滑な実

施に努め、地域の皆様の生活や暮らしが将来にわたって安心かつ安全なもの

となるよう全力で取り組んでまいります。

なお、年金記録の訂正手続については、平成 19 年６月より、総務省に設け

られた年金記録確認第三者委員会において実施されていましたが、平成 27 年

４月から、当厚生局に中国四国地方年金記録訂正審議会が設置されるととも

に、年金審査課が新設されました。

本書は、平成 27 年度に中国四国厚生局が実施した業務の実績をとりまとめ

たものですが、管内の関係者の皆様に、厚生行政と当厚生局の業務を理解し

ていただく一助となれば幸いです。

今後とも、厚生行政に対するご理解とご支援を賜りますようお願い申し上

げます。

平成 28 年８月
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１ 沿革

平成 13 年１月６日

中央省庁等改革基本法により、厚生省と労働省を統合して「厚生労働省」が設

置されるとともに、政策の企画立案に関する事務は本省で行う一方、実施に関す

る事務を行うために地方厚生局が設置されました。

地方厚生局は、それまで設置されていた地方医務局及び地区麻薬取締官事務所

で行っていた業務に加えて、本省から移管された保健医療、福祉等の許認可や指

導監督等の業務、検疫所や地方社会保険事務局からの移管事務等を所掌すること

となりました。

平成 15 年４月１日

健康福祉部が新設されました。

平成 16 年４月１日

病院管理部門は国立病院・国立療養所の独立行政法人への移行に伴い、すべて

廃止されました。

平成 20 年 10 月１日

地方社会保険事務局から保険医療指導監査等の事務が移管されたことに伴い、

指導管理官、管理課、医療指導課、指導監査課、鳥取事務所、島根事務所、岡山

事務所及び山口事務所が新設されました。

また、中国地方社会保険医療協議会が設置されました。

平成 22 年１月１日

社会保険庁の廃止により、日本年金機構が行う業務に対する監督、国民年金等

事務取扱交付金の交付事務及び年金給付等の処分決定に対する審査請求の対応が

移管されたことに伴い、年金管理課及び社会保険審査官が新設されました。

平成 26 年４月１日

組織改正により、指導養成課が健康福祉課に統合されました。

また、保険医療機関等への効率的・効果的な業務の実施等のため、調査課が新

設されました。

平成 27 年２月１日

危険ドラッグ取締体制の強化に伴い、指定薬物専門官が新設されました。

平成 27 年４月 10 日

総務省から年金記録訂正手続が移管されたことに伴い、年金審査課が新設され

ました。

また、中国四国地方年金記録訂正審議会が設置されました。

Ⅰ 中国四国厚生局の概要
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平成２８年３月末現在

指導監査課(広島県を管轄)

健 康 福 祉 部

健 康 福 祉 課

医 事 課

食 品 衛 生 課

年　　金　　審　　査　　課

指 導 総 括 管 理 官

管 理 課

医 療 課

福 祉 指 導 課

２　組織

調 査 課

指 定 薬 物 専 門 官

企 画 調 整 課

年 金 管 理 課

保 険 年 金 課

社 会 保 険 審 査 官

情 報 官

鑑 定 官

各　 　県　　 事　 　務 　　所
(鳥取・島根・岡山・山口の各県)

麻 薬 取 締 部

調 査 総 務 課

捜 査 課

局 長

総 務 管 理 官

総 務 課
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３ 所在地

（１）合同庁舎 〒７３０－００１２ 広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎４号館２階・１５階

① ２階

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

総 務 課 ０８２－２２３－８１８１ ０８２－２２３－８１５５

企 画 調 整 課 ０８２－２２３－８２４５ ０８２－２２３－８２６５

管 理 課 ０８２－２２３－８２６２ ０８２－２２３－８２６５

医 療 課 ０８２－２２３－８２２５ ０８２－２２３－８２６５

調 査 課 ０８２－２２３－８１８９ ０８２－２２３－８２６５

指 導 監 査 課 ０８２－２２３－８２０９ ０８２－２２３－８２３５

② １５階

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

麻 薬 取 締 部 ０８２－２２７－９０１１ ０８２－２２７－９１７４

（２）鉄砲町庁舎 〒７３０－００１７ 広島市中区鉄砲町７－１８ 東芝フコク生命ビル２階

電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

健 康 福 祉 課 ０８２－２２３－８２６４ ０８２－２２３－６４８９

医 事 課 ０８２－２２３－８２０４ ０８２－２２３－７８８９

食 品 衛 生 課 ０８２－２２３－８２９１ ０８２－２２３－６５０９

保 険 年 金 課 ０８２－２２３－８２４４ ０８２－２２３－６５０９

福 祉 指 導 課 ０８２－２２３－８２５９ ０８２－２２３－６４８９

年 金 管 理 課 ０８２－２２３－００６５ ０８２－２２３－００６１

年 金 審 査 課 ０８２－２０９－６６７５ ０８２－２２３－００６１

社 会 保 険 審 査 官 ０８２－２２３－００７０ ０８２－２２３－００６１

（３）鳥取事務所 〒６８０－０８４２ 鳥取市吉方１０９ 鳥取第３地方合同庁舎２階

電話番号 ０８５７－３０－０８６０

ＦＡＸ番号 ０８５７－２１－３２４５

（４）島根事務所 〒６９０－０８４１ 松江市向島町１３４－１０ 松江地方合同庁舎６階

電話番号 ０８５２－６１－０１０８

ＦＡＸ番号 ０８５２－２８－９２２２

（５）岡山事務所 〒７００－０９０７ 岡山市北区下石井１－４－１ 岡山第２合同庁舎１１階

電話番号 ０８６－２３９－１２７５

ＦＡＸ番号 ０８６－２２４－３６８６

（６）山口事務所 〒７５３－０８１４ 山口市吉敷下東１－３－１ 山陽ビル５階

電話番号 ０８３－９０２－３１７１

ＦＡＸ番号 ０８３－９３２－８５０８
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＜総務部門＞

１ 総務課

（１）国家試験

① 概要

以下の６種類の国家試験に関する庶務を担当しており、受験願書の受付、試験会場

・試験監督員の確保、試験の実施及び合格発表に関する業務を行っています。

・医師国家試験 ・歯科医師国家試験 ・保健師国家試験

・助産師国家試験 ・看護師国家試験 ・薬剤師国家試験

② 実績（平成２７年度）

平成２７年度国家試験実施日等一覧

試験実施日 試験の種類 試験会場 合格発表

平成28年 1月30日(土)

平成28年 1月31日(日)
第109回 歯科医師国家試験

広島大学霞キャンパス

（広島南区）
3月18日

平成28年 2月 6日(土)

平成28年 2月 7日(日)

平成28年 2月 8日(月)

第110回 医師国家試験

広島県立広島産業会館東

展示館

（広島市南区）

3月18日

平成28年 2月14日(日) 第105回 看護師国家試験

広島国際大学東広島キャ

ンパス

（東広島市）

広島市中小企業会館

（広島市西区）

3月25日

平成28年 2月16日(火) 第102回 保健師国家試験
広島工業大学専門学校

（広島市西区）
3月25日

平成28年 2月17日(水) 第 99回 助産師国家試験
広島工業大学専門学校

（広島市西区）
3月25日

平成28年 2月27日(土)

平成28年 2月28日(日)
第101回 薬剤師国家試験

広島市中小企業会館

（広島市西区）
3月28日

Ⅱ 業務の概要及び実績等
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（２）国有財産の管理及び処分

① 概要

社会保険庁の廃止に伴い、平成２２年１月より中国管内３８ヶ所の国有財産の引継を受け、こ

れら国有財産の管理を行うとともに、売払等の処分の手続を進めています。

（平成２８年３月末現在）

県 物 件 名 所 在 地 数量(㎡) 備 考

鳥

取

県

鳥取社会保険事務局長宿舎 鳥取市田園町3-3261 391.37 ２４年度売却

鳥取社会保険事務局次長宿舎 鳥取市田園町3-130 178.64 ２６年度売却

鳥取社会保険事務所長宿舎 鳥取市田園町3-131 172.87 ２６年度売却

一般職員宿舎（鳥取市分） 鳥取市浜坂4-1492-3 271.41 土地のみ

一般職員宿舎（鳥取市分） 鳥取市浜坂4-1492-2 267.50 土地のみ

一般職員宿舎（米子市分） 米子市両三柳4579-75 284.04 ２７年度売却

一般職員宿舎（倉吉市分） 倉吉市みどり町3186-2 468.56 ２６年度売却

鳥取船員保険保養所さかいみなと荘 境港市上道町2053-5 5,623.90 ２３年度売却

島

根

県

玉造厚生年金保養ホーム 松江市玉湯町1176-7 52.50 道路として貸付中

玉造厚生年金病院職員宿舎 松江市玉湯町1182-2 27.56 道路として貸付中

社会保険職員西生馬宿舎 松江市西生馬町507-4 397.80 ２６年度売却

社会保険職員下府宿舎 浜田市下府町346-8 698.31 ２７年度売却

岡

山

県

吉備町宿舎 岡山市北区中撫川319-1 732.75 ２４年度売却

上保田宿舎Ａ 岡山市北区撫川258-10 767.68 ２４年度売却

上保田宿舎Ｂ 岡山市北区撫川258-6 536.47 ２４年度売却

津山小田中宿舎 津山市小田中945-12 509.26 ２４年度売却

津山社会保険事務所長公務員宿舎 津山市小田中307-7 139.01 ２６年度売却

津山社会保険事務所平福宿舎 津山市平福938-3 394.77 ２３年度売却

津山社会保険事務所公務員宿舎 津山市小原500-5 390.51 ２５年度売却

広

島

県

広島旭町宿舎 広島市南区旭1-1298-31 30.23 道路として貸付中

船員保険西山本宿舎 広島市安佐南区山本5-654-3 118.45 土地のみ

福山松永町共同宿舎 福山市南松永町1-166 452.51 ２４年度売却

三次十日市宿舎 三次市十日市町3559-9 28.31 道路として貸付中

三次南畑敷町宿舎 三次市畠敷町1730-2 781.50

旧西濃運輸健康保険組合宮島荘 廿日市市宮浜温泉1-1621-15 1,032.58 土地のみ

熊野町共同宿舎 安芸郡熊野町東山43 981.00 ２３年度売却

山

口

県

丸山宿舎 下関市丸山町5-1935-11 165.74 土地のみ

大坪宿舎 下関市栄町83-2 210.84 土地のみ

小羽山宿舎 宇部市南小羽山町2-136-403 550.19 ２５年度売却

西山宿舎 宇部市東小羽山町2-425-426 355.01 ２４年度売却

御堀宿舎 山口市大内御堀1563-7 156.42 ２７年度売却

松美宿舎 山口市松美町1647-29 481.04 ２５年度売却

三の宮宿舎 山口市三の宮2-2108-8 197.46 ２７年度売却

宮野三の宮宿舎 山口市三の宮2-2106-1 837.07 ２７年度売却

宮野宿舎 山口市宮野上2254-5 293.94 ２５年度売却

江向宿舎 萩市江向303-2 297.80 ２５年度売却

俵山船員保険保養所 長門市俵山5061-15 400.25 ２６年度売却

栗屋宿舎 周南市栗屋156-58 312.25 ２５年度売却

※鳥取県(８物件)､島根県(４物件)､岡山県(７物件)､広島県(７物件)､山口県(１２物

件)＝合計３８物件
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② 実績（平成２７年度）

９物件について売払入札（中国財務局への売払事務委任分による入札も含む。）を

実施した結果、５物件を売却しました。

（３）情報公開

① 概要

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づく行政文書の開示及び「行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づく保有個人情報の開示に係る

業務を行っています。

② 実績（平成２７年度）

〈行政文書の開示〉

・開示請求件数 ･･･････････････････････ ２４６件

・開示請求に対する措置

全面開示 ･･････････････････････ ８６件

部分開示 ･･････････････････････ １４９件

不開示 ･･････････････････････ ０件

取下げ ･･････････････････････ １１件

〈保有個人情報の開示〉

・開示請求件数 ･･･････････････････････ ３件

・開示請求に対する措置

全面開示 ･･････････････････････ ０件

部分開示 ･･････････････････････ ３件

不開示 ･･････････････････････ ０件

取下げ ･･････････････････････ ０件
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２ 企画調整課 

 

（１）中国地方社会保険医療協議会の運営  

 ① 概要 

社会保険医療協議会法に基づき、地方厚生局に地方社会保険医療協議会が設置され

ており、保険医療機関・保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医・保険薬剤師

の登録の取消し等について、地方厚生局長の諮問等に応じて審議を行っています。 

保険医療機関・保険薬局の指定の取消し及び保険医・保険薬剤師の登録の取消し等

については「総会」で審議しますが、保険医療機関・保険薬局の指定については社会

保険医療協議会令に基づいて置かれる「部会」において審議します。 

中国地方社会保険医療協議会は、委員 20 名と臨時委員 20 名の計 40 名で構成されて

おり、「総会」の運営を企画調整課が行い、「部会」の運営を指導監査課及び各県事

務所が行っています。 

 

 ② 実績（平成 27 年度） 

  中国地方社会保険医療協議会総会を２回開催しました。 

なお、総会において審議された事項等については以下のとおりです。 

 審 議 事 項 等 

第18回総会 

平成27年４月７日開催 
・保険医療機関等に係る管内の状況について（報告） 

第19回総会 

平成27年12月11日開催 

・保険医の登録の取消及び元保険医療機関への対応について 

・保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について  

 

（２）広報に関すること 

① 概要 

   ホームページ等を通じ、地域の身近な行政窓口として、積極的に広報活動を行って

おり、地域への情報発信として、職員の執筆による中国四国厚生局だより「せんだん

通信」を平成 23 年 11 月から発行しています。 

また、わかりやすい広報内容とするため「企画広報部会」を開催し、広報の充実を

図るよう努めています。 

 

 ② 実績(平成 27 年度) 

1) 平成 27 年５月に発生した「日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事

案」では、金融機関や公共機関等に対して「年金ちらし」の掲載、配布等の依頼を

行うなど、地域住民が犯罪被害等にあわないよう、注意喚起等を厚生局をあげて行

いました。 

また、不審電話等に関して情報提供いただいた事案については、ホームページに速

やかに掲載することにより、注意喚起を行いました。 

2) パンフレットについては、あらたに職員からのメッセージを掲載するなど、当局

採用志望者等にも厚生局業務等がわかりやすく、理解しやすいよう見直しをしまし

た。 
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3) 「せんだん通信－中国四国厚生局だより－」を４回（５月、８月、11 月、１月）

発行し、当厚生局ホームページに掲載しました。 

また、関係団体等との連携強化や広報拡大を目的として、秋(11 月)号から、関係

行政機関（県健康福祉部、市町村等）等にメール等により、情報提供しました。 

なお、せんだん通信に掲載した内容については以下のとおりです。 

 

 掲 載 内 容 

平成27年春 

（5月）号 

○「麻薬ＧメンＶＳ危険ドラッグ」 ○年金審査課の創設について ○不正大麻・け

し撲滅運動の実施について ○医療保険者によるデータヘルスについて ○厚生局職

員としての第一歩 ○データで見る中国地方の特色、現状…人口推計と家計調査編 

○平成27年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動626ヤング街頭キャンペーンについて 

平成27年夏 

（8月）号 

○保険医療機関等への指導 ○食中毒にご用心！～食肉の生食は危険です～ ○平成

27年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動が実施されました。 ○変形膝関節症について

○晴れの国岡山から ○ゆう活で有意義な夕方を！～広島カープ応援イベントを実施

しました！ ○データで見る中国地方の特色、現状…国民年金保険料の納付と健康維

持編 ○医療安全ワークショップ・セミナーの開催について ○麻薬・覚醒剤乱用防

止運動 ○「年金情報流出」を口実にした犯罪にご注意ください！ 

平成27年秋 

（11月）号 

○「被爆70年」節目の夏を終えて ○11月は「ねんきん月間」です。年金について考

えてみましょう。 ○食の安全・安心に関するリスクコミュニケーション「JAXAの方

と一緒に宇宙食を作る技（ハサップ）を学ぼう！～宇宙グミづくりに挑戦！！～」○

平成27年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動の実施について ○うどんは飲み物ですよ。○

データで見る中国地方の特色、現状…介護保険施設と健康寿命編 ○ごあいさつ 

平成28年冬 

（1月）号 

○心の身だしなみ ○感染症について ○医療安全ワークショップ・セミナーの開催

について ○「一人ひとりの意識改革」について ○審査請求についてのお知らせで

す。○おいでませ やまぐちへ ○データで見る中国地方の特色、現状…救急・救助

の現況と献血編 ○危険ドラッグ取締対策に関する業務において、平成27年度人事院

総裁賞（職域部門）を受賞しました。○「はたちの献血」キャンペーンについて ○

中国５県の厚生行政主要指標について 

 

（３）「国民の皆様の声」の取りまとめと報告 

① 概要 

   より国民目線に立った厚生労働行政を行うため、国民の皆様から厚生労働本省及び

当厚生局に寄せられた厚生労働行政に対する意見・提案及び苦情について「国民の皆

様の声」として厚生労働本省ホームページ上でその内容及び対応について公表してい

ます。 

   企画調整課においては、当厚生局に寄せられた「国民の皆様の声」を取りまとめ、

案件ごとに厚生労働本省の所管部局に報告するとともに、当厚生局の各課（所）に周

知を行っています。 

 

② 実績(平成 27 年度) 

  ・「国民の皆様の声」･･･････････････････ ８件 

 

（４）「お問い合わせ（ご質問）」、「ご意見・ご要望」について 

① 概要 

   中国四国厚生局ホームページ上に「お問い合わせ（ご質問）」と「ご意見・ご要望」

8



を設けて、広く国民の皆様からの質問や要望を受け付けています。 

② 実績(平成 27 年度) 

  ・「お問い合わせ（ご質問）」･･･････････ 53 件 

・「ご意見・ご要望」･･･････････････････ 73 件 
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３ 年金管理課

公的年金制度は、厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う一方、

日本年金機構が厚生労働大臣から委任・委託を受け、その直接的な監督の下で、公的年

金に係る一連の運営業務（適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等）を担っていま

す。

中国四国厚生局では、国民の老後を支える公的年金制度について、将来にわたり持続

可能で国民が安心できる制度の確立に向けて、年金事業の運営業務を担う日本年金機構

や市町村と連携し、円滑な事業運営に取り組んでいます。

（１）日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可

① 概要

厚生年金保険等の保険料の徴収業務は厚生労働大臣から権限の委任を受けた日本年

金機構において実施していますが、滞納処分に関する業務の公正性、客観性を担保す

るため、日本年金機構が行う滞納処分等の実施については、厚生労働大臣の事前認可

が必要となっており、中国四国厚生局においてその認可に関する業務を行っています。

② 実績（平成２７年度）

・ 日本年金機構が行う滞納処分等の認可件数 （単位：件）

県 名
厚生年金 船員保険 国民年金 計

通常分 緊急分 随時分 通常分 緊急分 通常分 緊急分 通常分 緊急分 随時分

鳥 取 7,393 9 1 36 0 128 0 7,557 9 1

島 根 7,362 14 0 45 0 158 3 7,565 17 0

岡 山 23,503 6 22 46 0 453 2 24,002 8 22

広 島 28,919 8 1 82 0 558 6 29,559 14 1

山 口 11,851 4 0 180 0 199 7 12,230 11 0

合 計 79,028 41 24 389 0 1,496 18 80,913 59 24

（２）日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員

の認可

① 概要

滞納処分を実施する職員については、日本年金機構の理事長が任命する徴収職員が

実施します。当該徴収職員及び保険料等の収納を行う収納職員については、厚生労働

大臣の事前認可が必要となっており、中国四国厚生局においてその認可に関する業務

を行っています。
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② 実績（平成２７年度）

・徴収職員、収納職員の認可数（単位：人）

（３）日本年金機構が行う立入検査等に係る認可

① 概要

厚生年金保険法及び国民年金法等の規定により日本年金機構が行う適用事業所に対

する事業所調査、未適用事業所に対する加入指導・立入検査及び被保険者・受給権者

に関する調査等の実施についても厚生労働大臣の事前認可が必要となっており、中国

四国厚生局においてその認可に関する業務を行っています。

② 実績（平成２７年度）

・日本年金機構が行う立入検査等の認可件数 （単位：件）

（４）日本年金機構が行った滞納処分等の実施結果に係る報告

① 概要

日本年金機構が滞納処分等や立入検査等を行った場合は、実施結果について、報告

を受けることとなっており、滞納処分等認可処理要領に基づいて認可されたものであ

るか、また、適正に調査が実施されているかの確認等を行っています。

県 名 徴収職員 収納職員

鳥 取 8 12

島 根 10 11

岡 山 18 17

広 島 35 33

山 口 20 18

合 計 91 91

県名

立入検査等

計

未適用
事業所

適 用
事業所

情報提

供によ

る未適

用事業

所

情報提
供によ
る適用
事業所

会計検

査院の

指摘に

よる適

用事業

所

被保険者 受給権者

鳥取 1,234 2,010 6 0 0 0 2 3,252

島根 1,036 3,766 0 0 31 0 0 4,833

岡山 6,137 13,816 0 15 0 0 5 19,973

広島 10,905 15,045 94 34 60 0 9 26,147

山口 2,622 6,245 11 3 0 0 1 8,882

合計 21,934 40,882 111 52 91 0 17 63,087
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② 実績（平成２７年度）

ア 日本年金機構からの滞納処分等の実施結果報告件数（単位：件）

（注）報告対象は認可したうち、差押（及び解除）、参加差押（及び

解除）、交付要求（及び解除）、換価、取立、配当事務、捜索、

換価猶予、執行停止の件数。

イ 日本年金機構からの立入検査等の調査結果報告件数 (単位：件)

（注）立入検査等の調査については、平成２７年４月から平成２８年３月までに

調査結果報告を受けたもの（平成２６年４月認可分から平成２７年３月認

可分まで）

（注）受給権者等の調査については、平成２８年４月に実施結果報告を受けた

もの（平成２７年４月認可分から平成２８年３月認可分まで）

（５）日本年金機構との連絡調整等

① 概要

上記に掲げるもののほか、日本年金機構が行う年金事業が適正かつ円滑に運営され

るよう、日本年金機構との情報交換や共有化を図り、また、地域年金展開事業への協

力支援を行いました。

② 実績（平成２７年度）

年金制度関係の最近の情勢や厚生局及び日本年金機構の中国管内の業務状況などに

ついて情報交換を行いました。

県 名 厚生年金保険等 国民年金

鳥 取 583 48

島 根 1,020 113

岡 山 1,518 199

広 島 2,550 196

山 口 1,135 89

合 計 6,806 645

県 名

立入検査等 受給権者・被保険者

合 計
実施

実施不能

及び未実施
実施

実施不能

及び未実施

鳥 取 3,564 438 2 0 4,004

島 根 3,559 1,070 0 0 4,629

岡 山 8,773 6,593 5 0 15,371

広 島 13,000 5,865 9 0 18,874

山 口 6,087 2,550 1 0 8,638

合 計 34,983 16,516 17 0 51,516
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ア 日本年金機構中国ブロック本部との事務打合せ会議の開催･･･････２回

（平成２７年４月、１２月に開催）

イ 地域年金事業運営調整会議（各県代表年金事務所主催）への参加

鳥取県（平成２７年８月２６日、平成２８年２月１７日）、島根県（平成２７

年６月１１日、１２月１１日）、 岡山県（平成２７年８月１９日、平成２８年

２月１８日）、広島県（平成２７年８月２７日、平成２８年２月２３日）、山

口県（平成２７年８月２１日、平成２８年２月２６日）

（６）社会保険労務士に関すること

① 概要

社会保険労務士法に関する業務は厚生労働大臣が行うものとされ、そのうち社会保

険諸法令に関するものは、地方厚生局長に委任（以下アからキ）されています。

ア 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査

イ 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等から

の通知の受理

ウ 社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令

エ 社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査

オ 社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の報告

カ 社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞

キ 全国社会保険労務士会連合会が実施している社会保険労務士試験への協力

② 実績（平成２７年度）

各県の社会保険労務士会総会に出席するとともに、会則変更の報告を受けました。

③ 中国管内の社会保険労務士会の状況（平成２８年３月末現在）

県 名

会員数 （単位：人） 社労士法

人数(単位

：法人)

特定社会

保険労務

士（再掲）

(単位：人)

「街角の

年金相談

センター」

開設数

開 業 勤 務 その他

鳥 取 130 87 18 25 2 44 0

島 根 132 89 37 6 4 42 0

岡 山 489 301 114 74 8 150 1

広 島 801 627 101 73 17 286 2

山 口 296 197 49 50 4 97 1

合 計 1,848 1,301 319 228 35 619 4
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（７）年金委員に関すること

① 概要

「年金委員」は、政府管掌年金事業の運営に協力して、国民の理解を高めるための

啓発や被保険者又は受給権者からの相談に応じた助言を行うなど、民間協力者として

の活動を行っています。この「年金委員」は、厚生年金保険の適用事業所において活

動する職域型年金委員と、地域において主に国民年金に関する活動を行う地域型年金

委員とに区分されています。

中国四国厚生局では、適用事業所の事業主や市町村長等からの推薦に基づき、日本

年金機構が年金委員としてふさわしいと判断した候補者のうちから委嘱を決定し、委

嘱状や年金委員証明書の交付事務等を行っています。

② 実績（平成２７年度）

年金委員の委嘱・解嘱の状況及び平成２７年度末現在の年金委員数については次の

とおりです。

・委嘱及び解嘱の状況（単位：人）

・平成２７年度末現在の年金委員（職域型、地域型）の状況（単位：人）

（８）市町村に交付する国民年金等事務費交付金に関すること

① 概要

国民年金法では、国民年金事業のうち各種届出書の受理など地域住民に密着した事

務（国民年金への加入や基礎年金などの請求手続きの事務等）は、法定受託事務とし

県 名

職域型 地域型

委嘱 解嘱 委嘱 解嘱

鳥 取 87 42 5 1

島 根 90 48 6 0

岡 山 173 172 10 1

広 島 160 154 14 22

山 口 115 115 7 1

合 計 625 531 42 25

県 名
年金委員数

計職域型 地域型

鳥 取 1,107 110 1,217

島 根 1,088 100 1,188

岡 山 3,451 131 3,582

広 島 3,917 243 4,160

山 口 2,242 123 2,365

合 計 11,805 707 12,512
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て市町村が行うこととされており、これらの事務処理等に必要な費用は、国民年金等

事務費交付金（以下「国民年金交付金」という。）として、国民年金法に基づき国が

交付することとされています。また、法定受託事務以外にも市町村が国民年金事務に

関し協力連携として行った事務について、交付要綱に基づき国民年金交付金の対象と

しています。

中国四国厚生局では、国民年金交付金の交付に関して、市町村の申請に基づく概算

交付申請や精算交付申請に関する審査等の事務、決算審査及び実地審査等を行うとと

もに、法定受託事務に関する市町村との連絡調整を行います。

② 実績（平成２７年度）

国民年金交付金の適正な処理等のため、決算実地審査のほか、次の事業を実施しま

した。

ア 市町村担当者事務説明会を実施（５、１２月）

イ 岡山県、広島県都市国民年金協議会等に出席して国民年金事務等にかかる意見要

望の回答を実施（６、１０月）

・平成２７年度の交付状況

（注）市町村数は、平成２７年度末現在数

（９）健康保険事務指定市町村交付金に関すること

① 概要

健康保険法第３条第２項の規定による被保険者（日雇特例被保険者）に係る保険者

の業務のうち、厚生労働大臣が行うこととされている健康保険被保険者手帳の交付及

び収受その他これらに付帯する業務は、法定受託事務として、厚生労働大臣が指定す

る市町村（以下「事務指定市町村」という。）の長が行うものとされています。

中国四国厚生局では、この事務指定市町村の指定及び取消の手続き等の業務を行っ

ています。

県 名 市町村数
申請市

町村数 交付決定額
（単位：千円）

概算交付額 精算交付額

鳥 取 19 19 129,508 80,847 48,661

島 根 19 19 133,420 81,343 52,077

岡 山 27 27 385,084 248,431 136,653

広 島 23 23 589,325 375,034 214,291

山 口 19 19 279,594 176,097 103,497

合 計 107 107 1,516,931 961,752 555,179
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② 実績（平成２７年度）

・平成２７年度の状況

（注）指定市町数は、平成２７年度末現在数

（10）学生納付特例事務法人に関する業務

① 概要

学生納付特例事務法人は、大学や専門学校等が在籍する学生・生徒である国民年金

第１号被保険者の委託を受けて、保険料の学生納付特例申請に関する事務を代行でき、

大学や専修学校等が学生納付特例事務法人となるためには、厚生労働大臣の指定が必

要です。

中国四国厚生局では、学生納付特例事務法人の指定のほか、不適切な事務処理があ

った場合の改善命令や法人指定の取り消し等の事務を行います。

② 実績（平成２７年度）

管内の大学及び短期大学８４校に対して学生納付特例制度の周知及び学生納付特例

事務法人制度の協力依頼を行いました。

③ 中国管内の学生納付特例事務法人又は教育施設（平成２７年度末現在）

・学生納付特例事務法人 ２１法人

・学生納付特例事務取扱教育施設 ２施設

（11）保険料納付確認団体に関する業務

① 概要

保険料納付確認団体は、同種同業者の団体が厚生労働大臣の指定を受けます。この

団体を通して、会員である国民年金第１号被保険者は、自分の保険料納付状況を定期

的に確認することができます。

中国四国厚生局では、団体の指定のほか、不適切な事務処理があった場合の改善命

令や指定の取り消し等を行います。

② 実績（平成２７年度）

新たに指定等を行った団体はありません。

③ 中国管内の保険料納付確認団体（平成２７年度末現在）

１団体

県 名 鳥 取 島 根 岡 山 広 島 山 口 合 計

指定市町数 ０ １ １ １２ ０ １４
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４ 年金審査課

（１）年金記録訂正請求に関すること

① 概要

厚生年金保険や国民年金への加入期間や保険料の納付状況などの年金記録は国が管理していま

すが、その記録が間違っていると思われる方は、年金記録の訂正請求（以下「訂正請求」という。）

をすることができます。

訂正請求の手続きは、お近くの日本年金機構年金事務所（以下「年金事務所」という。）で行っ

ていただくことになりますが、年金事務所で記録訂正できなかった訂正請求については、厚生労働

省（中国四国厚生局年金審査課）に送られます。

年金事務所から送付された訂正請求については、年金審査課において、関係法人や行政機関など

に対する調査や資料収集並びに周辺事情の調査・照会等を行い、様々な関連資料や周辺事情に基づ

いて、公平・公正な判断を行うため、弁護士、社会保険労務士、税理士などの専門家による審議結

果を経て、年金記録の訂正（不訂正）の決定を行います。

② 実績（平成２７年度）

・訂正請求の受付処理状況

件 数 の 区 分
平成27年度

国 民 年 金 厚生年金保険 計

受 付 件 数（※1） 29 133 162

処 理 件 数（※2） 27 137 164

中国四国厚生局で処理 26 90 116

訂 正 決 定（※3） 4 52 56

不 訂 正 決 定 22 38 60

請 求 却 下 0 0 0

日本年金機構で記録訂正 0 40 40

訂 正 請 求 の 取 下 げ 等 1 7 8

※1 受付件数は、平成 27 年 4月～平成 28 年 3月の間に中国四国厚生局管内の年金事務所が

訂正請求書を受理した件数です。

※2 処理件数は、平成 27 年 3月～平成 28 年 3月に受け付けた訂正請求のうち、平成 27 年

4月～平成 28 年 3月の間に①中国四国厚生局が処理した件数、②日本年金機構が記録

訂正した件数、③訂正請求が取下げ等となった件数です。

※3 訂正決定の件数は、請求期間の一部について訂正決定した事案を含みます。
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５ 社会保険審査官

（１）社会保険の行政処分に対する審査請求に関すること

① 概要

社会保険審査官は、社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づき設置され、厚生

労働大臣から任命された独立した機関であり、健康保険法、船員保険法、厚生年金保

険法及び国民年金法等による処分を受けた者からの不服申立てについて審理を行い、

容認、棄却又は却下の決定を行うものです。なお、審査請求は、審査官（審査請求）

及び審査会（再審査請求）の、２段階の不服審査制度になっています。

② 実績（平成２７年度）

・審査請求事件取扱状況（平成２７年４月～平成２８年３月）

繰越

件数

受付

件数
合計 移送 取下 却下 容認 棄却 計

未処理

件 数

健 康 保 険 4 52 56 0 1 2 7 40 50 6

船 員 保 険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厚生年金保険 72 303 375 9 34 93 19 174 329 46

国 民 年 金 41 280 321 1 10 6 32 202 251 70

計 117 635 752 10 45 101 58 416 630 122
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単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計

117 117 0 117 0 117 0 117 0 117 0 117 0 117 0 117 0 117 0 117 0 117 0 117

45 45 41 86 54 140 49 189 47 236 32 268 48 316 40 356 45 401 133 534 56 590 45 635

162 162 41 203 54 257 49 306 47 353 32 385 48 433 40 473 45 518 133 651 56 707 45 752

7 7 6 13 6 19 3 22 1 23 3 26 5 31 5 36 0 36 4 40 3 43 2 45

4 4 1 5 1 6 0 6 1 7 0 7 0 7 1 8 0 8 1 9 1 10 0 10

健 健保給付 0 0 1 1 1 2 0 2 1 3 2 5 0 5 0 5 1 6 0 6 1 7 0 7

国 障害給付 0 0 3 3 1 4 6 10 4 14 7 21 4 25 2 27 0 27 2 29 2 31 1 32

障害給付 2 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13 2 15 0 15 1 16

その他 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 2 1 3 0 3 0 3

3 3 6 9 3 12 8 20 6 26 10 36 7 43 3 46 2 48 5 53 3 56 2 58

1 1 1 2 1 3 2 5 1 6 0 6 0 6 2 8 0 8 2 10 2 12 89 101

老齢給付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障害給付 16 16 10 26 14 40 14 54 20 74 21 95 21 116 10 126 16 142 17 159 11 170 19 189

死亡一時金 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

保険料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

遺族給付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 1 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 7 0 7 0 7 1 8 2 10 1 11

老齢給付 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 0 8 0 8

障害給付 15 15 15 30 14 44 10 54 17 71 11 82 13 95 9 104 11 115 14 129 11 140 13 153

遺族給付 1 1 1 2 0 2 1 3 0 3 2 5 1 6 1 7 1 8 0 8 0 8 0 8

その他 1 1 0 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 3 2 5 0 5

被保険者資格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

標準報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

療養の給付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

療養費 0 0 1 1 1 2 1 3 0 3 0 3 1 4 1 5 0 5 1 6 1 7 9 16

傷病手当 3 3 1 4 3 7 1 8 1 9 1 10 0 10 0 10 1 11 1 12 5 17 3 20

その他 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2

船 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 38 28 66 36 102 28 130 40 170 37 207 40 247 23 270 31 301 37 338 33 371 45 416

42 42 35 77 40 117 38 155 47 202 47 249 47 296 28 324 33 357 44 401 38 439 136 575

- 109 - 108 - 115 - 123 - 121 - 103 - 99 - 105 - 117 - 201 - 215 - 122

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

77 71% 76 70% 86 75% 91 74% 88 73% 69 67% 74 75% 83 79% 80 68% 168 84% 181 84% 89 73%

31 28% 31 29% 28 24% 29 24% 32 26% 34 33% 23 23% 22 21% 36 31% 32 16% 32 15% 31 25%

1 1% 1 1% 1 1% 3 2% 1 1% 0 0% 2 2% 0 0% 1 1% 1 0% 2 1% 2 2%

２７年度

635

２5年度 ２6年度

6253 716

審査請求事件取扱状況内訳（平成27年度）

（単位：件）

項目
４月末 ５月末 ６月末 ７月末 ８月末 ９月末 １０月末 １１月末 １２月末 １月末 ２月末 ３月末

取下

移送

受
理
件
数

前年度からの繰越件数

各月の受理件数

小計

決
定
件
数

容
認 厚

小計

却下

棄
却

国

厚

健

小計

５月末 １月末 ２月末 ３月末

６ヶ月以上

合計

残 件数

６１日～６ヶ月未満

６月末 ７月末

６０日以内

８月末 ９月末 １２月末１０月末 １１月末
残
件
数
の
内
訳

経過日数
平成２７年度

４月末

中国管内受付
件数 合計

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２４年度

623387 433 620 708

２３年度
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＜健康福祉部＞  

 

６ 健康福祉課 
 

（１）地方自治体に対する補助金等の交付に関する業務  

①  概要 

地方自治体に対する補助金等の交付に関する業務については、中国管内の県・市町

村等からの補助金等の交付申請書・実績報告書を審査し、交付決定等の事務を行って

います。 

 

② 実績等（平成２７年度） 

平成２７年度の交付決定の実績は以下のとおりです。 

ア 義務的経費 

交付要綱等名 交 付 目 的 交付先・交付実績 

結核医療費国庫

負担（補助）金

交付要綱 

都道府県、保健所を設置する政令市及び

特別区が行う結核患者に対する医療に要

する費用等の補助、並びに従業禁止・入院

勧告、入院措置を実施した患者に対する医

療に要する費用の一部を負担することに

より、結核の予防及び結核患者に対する適

正な医療の普及を図り、もって公共の福祉

の増進を図ることを目的とする。 

５県６市 

（県、地域保健法施行

令第１条に定める市

（指定都市、中核市、

呉市）） 

【27年度交付額】 

負担金 

102,876,858円 

補助金 

9,370,115円 

原子爆弾被爆者

の健康診断等に

要する経費交付

要綱 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆

被爆者の健康診断に要する経費を交付す

ることにより、被爆者の健康の保持及び向

上を図ることを目的とする。 

５県１市 

（県、広島市） 

【27年度交付額】 

944,773,942円 

原爆被爆者手当

交付金交付要綱 

都道府県、広島市及び長崎市が行う医療

特別手当、特別手当、健康管理手当、保健

手当並びに原子爆弾小頭症手当の手当支

給事業に要する経費の全部を交付するこ

とにより、被爆者の受療の促進、健康の保

持促進を図ることを目的とする。 

５県１市 

（県、広島市） 

【27年度交付額】 

39,099,354,170円 

 

原爆被爆者葬祭

料交付金交付要

綱 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆

被爆者葬祭料支給事業に要する経費の全

部を交付することにより、被爆者の精神的

不安を和らげることを目的とする。 

５県１市 

（県、広島市） 

【27年度交付額】 

904,624,222円 

児童扶養手当給

付費国庫負担金

交付要綱 

都道府県知事等が行う児童扶養手当の

支給に要する費用の一部を負担すること

により、経済的支柱である父又は母と生計

を同じくしていない児童が育成される家

庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、も

って児童の福祉の増進を図ることを目的

とする。 

３県９１市町村 

（県、市及び福祉事務

所を設置する町村） 

【27年度交付額】 

9,939,279,646円 

特別児童扶養手

当事務取扱交付

金交付要綱 

都道府県知事等が、特別児童扶養手当等

の支給に関する法律に基づいて特別児童

扶養手当の支給事務を行うための経費を

交付する。 

５県１０７市町村 

（県、市町村） 

【27年度交付額】 

68,882,092円 
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交付要綱等名 交 付 目 的 交付先・交付実績 

特別障害者手当

等給付費国庫負

担金交付要綱 

都道府県等が行う特別障害者手当、障害

児福祉手当等の支給に要する費用の一部

を負担することにより、精神又は身体に重

度の障害を有する者の福祉の増進を図る。 

３県９０市町村 

（県、市及び福祉事務

所を設置する町村） 

【27年度交付額】 

2,558,298,936円 

婦人保護費国庫

負担金及び国庫

補助金交付要綱 

売春防止法に基づき要保護女子につい

てその転落の未然防止と保護更生を図る

こと及び配偶者暴力防止法に基づき配偶

者からの暴力被害者である女性の保護等

を目的とする。 

５県 

（県） 

【27年度交付額】 

113,293,255円 

児童入所施設措

置費等国庫負担

金交付要綱 

児童福祉法第２７条第１項第３号によ

る施設等への入所又は委託、第２２条によ

る助産の実施、第２３条による母子保護の

実施に係る費用の一部を負担することに

より、同法第４５条の最低基準の維持を図

る。 

５県７５市町村 

（県、市及び福祉事務

所を設置する町村） 

【27年度交付額】 

6,927,166,738円 

    ＊保育所運営費交付金は、平成27年度より内閣府に移管されています。 

 

イ 施設整備 

交付要綱等名 交 付 目 的 交付先・交付実績 

保健衛生施設等

施設・設備整備

費国庫補助金交

付要綱 

感染症指定医療機関、精神科病院等の施

設及び設備を整備し、地域住民の健康増進

並びに疾病予防及び治療を行い、もって公

衆衛生の向上に寄与することを目的とす

る。 

５県、６市、１８法人

（県、市町村等） 

【27年度交付額】 

359,832,000円 

 

地域介護・福祉

空間整備等施設

整備交付金及び

地域介護・福祉

空間整備推進交

付金交付要綱 

地域における公的介護施設等の計画的

な整備等の促進に関する法律に基づき、市

町村が作成した各種整備計画の事業等の

実施に要する経費を交付することにより、

地域における公的介護施設等の施設等整

備事業を推進することを目的とする。 

２８市町 

（市町村） 

【27年度交付額】 

439,929,000円 

次世代育成支援

対策施設整備交

付金交付要綱 

次世代育成支援対策推進法の規定に基

づき、児童福祉施設等の整備に要する経費

の一部を交付することにより、次世代育成

支援対策を推進することを目的とする。 

２県４市３町 

（県、市町村） 

【27年度交付額】 

358,079,000円 

社会福祉施設等

施設整備費国庫

補助金交付要綱 

福祉各法等の規定に基づき、地方公共団

体等が整備する施設整備等に要する費用

の一部を負担（補助）することにより、施

設入所者等の福祉の向上を図ることを目

的とする。 

５県４市 

(県・指定都市及び中核

市） 

【27年度交付額】 

1,360,333,000円 

保育所等整備交

付金交付要綱 

児童福祉法の規定に基づき、市町村が整

備する保育所等の整備に要する経費の一

部を交付することにより、保育所等待機児

童の解消等を図ることを目的とする。 

１２市町 

(市町村) 

【27年度交付額】 

1,768,568,000円 

    ＊保育所等整備交付金は、平成27年度に厚生労働省に創設されました。 

 

（２）財産処分に関する業務 

① 概要 

補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合（補助金

等の交付の目的に反して使用する、譲渡する、交換する、貸し付ける、担保に供する、
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取り壊すことなどをいいます。）は、厚生労働大臣の承認が必要となります。中国管

内の県等から提出された財産処分承認申請書の内容を審査し、承認手続きを行ってい

ます。 

 

② 実績（平成２７年度） 

・財産処分の承認（転用、取り壊しなど）････････････ ２２件 

・財産処分報告書の受理（包括承認事項（※）） ････ ５９件 

 ※包括承認事項 

   経過年数が10年以上の場合や構造上危険な状態にある施設等の取壊しをする場合など 

 

（３）指定医療機関に関する業務 

① 生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関 

ア 概要 

生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関（国の開設したもの（独立行 

政法人国立病院機構、国立大学法人附属病院及び逓信病院等）に限る。）について、 

中国管内の医療機関から申請書等を受理・審査し、指定医療機関の指定等（指定、

取消、廃止、変更）を行っています。 

＊原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関、母子保健法に基づく指定 

養育医療機関、児童福祉法に基づく指定療育機関、戦傷病者特別援護法に基づく指定医療機 

関の指定等事務は、平成２７年４月に都道府県に権限が移譲されました。 

 

イ 実績（平成２７年度） 

○生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関  

（所管する医療機関数   ４８機関） 

・指定医療機関指定 ･･････････  ０件 

・指定の辞退届 ･･････････････  ０件 

・開設者等の変更届 ･･････････  ６件 

 

② 特定感染症指定医療機関 

特定感染症指定医療機関の費用負担を適正なものとするため、指定医療機関への報

告請求及び検査に係る業務を行っています。 

なお、中国四国厚生局では、該当する医療機関はありません。 

 

（４）病原体等所持に関する業務 

① 概要 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、病原性を有し、

国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の所持、輸入、基

準の遵守等の規制が設けられ、届出等の管理体制の確立を行うこととされています。 

中国四国厚生局では、中国四国管内の三種病原体等の所持又は輸入の届出に関する

業務、三種及び四種病原体等所持に関する管理監督業務を行っています。 
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② 実績（平成２７年度） 

所管する三種病原体等所持機関数 １１施設（平成２８年３月末現在） 

・所持届出の受理 ････････････  １件 

・所持変更届の受理 ･･････････  ６件 

・輸入届けの受理 ････････････  ０件 

・立入検査 ･･････････････････  ４施設 

 

（５）児童扶養手当の支給事務に関する指導監査 

① 概要 

児童扶養手当とは、児童扶養手当法に基づき、母子家庭の生活の安定と自立を促進

するためのものであり、都道府県及び市町村が支給事務を行っています。 

中国四国厚生局では、中国四国管内の都道府県及び市町村に対し、その支給事務の

円滑な実施の確保を目的に指導監査を実施しています。指導監査に当たっては、事前

提出資料を精査した上で、市等へ出向き、関係者からヒアリングを行い、必要な是正

又は改善に向けた技術的な助言を行っています。 

 

② 実績（平成２７年度） 

・実施状況 ･･････････ ３県１７市町 

 

（６）生活保護法の施行事務に関する指導監査 

① 概要 

地方自治体が行う生活保護法施行事務のうち、生活保護の医療扶助の適正実施の観

点から、自立支援医療（人工透析療法）の優先適用に係る監査、向精神薬に関する重

複処方状況の確認監査を、生活保護法第２３条の規定に基づき実施するものです。 

指導監査の対象は、中国四国厚生局管内の県、政令指定都市、中核市であり、県市

へ出向き実地に指導を行っています。 

 

② 実績（平成２７年度） 

・実施状況 ･･････････ ９県８市 

 

（７）保護施設に対する指導監査 

① 概要 

保護施設とは、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困

難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設です。この保護施設

の適正な運営の確保を図ることを目的として、生活保護法の規定に基づき指導監査を

実施しています。 

指導監査の対象は、中国四国厚生局管内の県、政令指定都市、中核市が設置する保

護施設（管内には２施設）であり、施設に出向き実地に指導しています。 
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② 実績（平成２７年度） 

・実施状況 ･･････････ １施設（対象施設２施設のうち１施設） 

 

（８）民生委員・児童委員に関する業務 

① 概要 

民生委員は、民生委員法の規定に基づき、都道府県知事等からの推薦により厚生労

働大臣が委嘱した者で、社会福祉の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応

じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めることを責務とする特別職

の地方公務員です。地域住民の身近な相談相手であり、誰もが安心して生活できる地

域づくりのため、訪問や地域福祉活動、相談・支援など行政や地域の関係機関と連携

して活動を行っています。 

また、民生委員は児童福祉法の規定により児童委員を兼務し、児童及び妊産婦の福

祉の増進に努めることとされています。なお、関係機関や児童委員との連絡調整や児

童委員の活動に対する援助や協力を行う者として、児童委員の中から主任児童委員が

指名されています。 

中国四国厚生局では、中国管内における民生委員・児童委員の委嘱・解嘱、主任児

童委員の指名のほか、民生委員・児童委員として活動された方々に対する厚生労働大

臣表彰や感謝状の授与に関する業務を行っています。 

 

② 実績（平成２７年度） 

  ・管内の民生委員・児童委員数   １７，８２４名（平成２８年３月末現在） 

      うち主任児童委員数    １，８７９名 

（単位：名）    

  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 

委員数 1,673 2,249 2,347 3,114 3,037 

うち主任児童委員 209 263 283 251 323 

   

  広島市 岡山市 倉敷市 福山市 下関市 

委員数 1,899 1,186 761 876 682 

うち主任児童委員 192 148 88 68 54 

 

（委嘱等の状況） 

・委嘱 ･･････････････････････････････････････････    ２７９名 

・解嘱 ･･････････････････････････････････････････    ２２５名 

・主任児童委員の指名 ････････････････････････････     ３７名 

・厚生労働大臣感謝状授与 ････････････････････････    １０１名 

・厚生労働大臣表彰及び特別表彰 ･･････････････････ ４３名＋４団体 

              （大臣表彰：３３名、特別表彰：１０名） 
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（９）その他 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）及び地球温暖化対策の推進に

関する法律（温対法）に基づく報告書の受理等に関する業務を行っており、平成２７

年度は、省エネ法１２４件、温対法９件の報告書を受理しました。 

また、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサ

イクル法）に基づく報告徴収・立入検査等に関する業務、クリーニング業法に基づく

指定試験機関の指定等に関する業務、児童福祉法による緊急時の事務執行に関する業

務、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律に基づく整備

計画の認定の業務等を行っていますが、平成２７年度における業務実績はありません

でした。 

 

（１０）地方分権一括法による都道府県等への権限移譲 

地方分権第４次一括法により、平成２７年４月から以下の各種の事務権限（※）が

都道府県等に移譲されています。 

・各種指定医療機関に関する業務（生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護 

機関を除く） 

   ・精神保健指定医に関する業務 

   ・中小企業等共同組合に関する業務 

・生活衛生共同組合に関する業務 

・消費生活協同組合の許認可等に関する業務 

・消費生活協同組合に対する指導 

・特別弔慰金国庫債権等に関する業務 

 

（１１）各種養成（所）施設等の指定･登録及び指導監督等 

① 概要 

中国四国厚生局では、国家試験の受験資格を付与する生活衛生分野、福祉分野の養

成施設、養成所、養成機関の指定・登録、指定の取消、変更の承認、各種届出・報告

書の受理及び指導監督等を行っています。 

中国管内に所在する養成(所)施設等は、次の10種類(科目確認大学等を含む。)です。 

 

  （中国四国厚生局が指定等事務を行う養成施設等） 

   ・はり師・きゅう師養成施設     ・介護福祉士養成施設        

   ・栄養士養成施設          ・実務者養成施設（介護福祉士）（注１） 

   ・管理栄養士養成施設        ・福祉系高等学校等（介護福祉士） 

   ・指定保育士養成施設（注２）    ・精神保健福祉士養成施設 

・社会福祉士養成施設        ・科目確認大学等（社会福祉士） 

（注１）「実務者養成施設（介護福祉士）」は、介護福祉士の養成に係る制度改正により、実

務経験者の国家試験の受験には３年の実務経験に加えて実務者研修の修了が必要です。 

（注２）平成２８年３月３１日に指定保育士養成施設の指定等の事務権限が都道府県に移譲さ

れました。 
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（平成２７年４月に都道府県に権限が移譲された養成施設等） 

 ・救急救命士養成所    ・保健師養成所（統合カリキュラムを含む） 

 ・理学療法士養成施設   ・助産師養成所（統合カリキュラムを含む） 

 ・作業療法士養成施設   ・看護師養成所 

 ・視能訓練士養成所    ・調理師養成施設 

 ・臨床工学技士養成所   ・理容師養成施設 

 ・言語聴覚士養成所    ・美容師養成施設 

 ・柔道整復師養成施設   ・製菓衛生師養成施設 

 ・歯科衛生士養成所    ・食品衛生管理者養成施設及び食品衛生監視員養成施設        

 ・歯科技工士養成所    ・社会福祉主事養成機関  

 

 

② 指定等の状況 

ア 中国四国厚生局が所管する養成施設数及び課程数等（中国管内） 

（平成２８年３月末現在：１２０施設１２６課程） 

（注１）平成２８年３月末をもって指定を取消した養成施設、平成２８年３月末までで施設 

を廃止し、その後廃止届を提出予定の養成施設は含みません。 

（注２）上記表の栄養士養成施設は、管理栄養士養成施設である施設を除いて整理していま 

す。 

 

イ 新規指定件数（平成２７年度：３課程） 

 ・指定保育士養成施設   ３課程 

 

   （平成２７年度新規指定の状況） 

  （注）平成２８年４月１日から開設する養成施設を指定したものです。 

 

 

施設の種類 施設数 課程数 

はり師・きゅう師養成施設 

栄養士養成施設 

管理栄養士養成施設 

指定保育士養成施設 

社会福祉士養成施設 

介護福祉士養成施設 

福祉系高等学校等（介護） 

実務者養成施設（介護福祉士） 

科目認定大学等 

０ 

１２ 

１６ 

４９ 

０ 

１３ 

１０ 

０ 

２０ 

０ 

１５ 

１６ 

５２ 

０ 

１３ 

１０ 

０ 

２０ 

 

施設の種類  施 設 名  所在地  課程  入学定員  

指定保育士養成施設 
トリニティカレッジ 
 出雲医療福祉専門学校 

島根県 
出雲市 

昼間 

２年 
５０名 

指定保育士養成施設 広島修道大学 広島県 

広島市 

昼間 

４年 
５０名 

指定保育士養成施設 出雲コアカレッジ 
島根県 
出雲市 

昼間 
２年 ４５名 
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ウ 指定取消件数（平成２７年度：２課程） 

 ・介護福祉士養成施設（特例高校）  １ 

 ・社会福祉士（科目認可大学等）   １ 

（注）設置者からの申請により、養成施設の指定を取消したものです。 

 

（平成２７年度指定取消の状況） 

 

エ 内容変更承認数、変更届の受理数 

（平成２７年度：変更承認３５件、変更届の受理８４件） 

③ 定期指導調査 

定期指導調査は、養成施設等の適切な運営に資するため、各養成施設等において指

定及び登録基準等に係る関係法令等の遵守状況を確認し必要な指導を行っており、平

成２７年度は、７施設に対して定期指導調査を行っています。 

その他、新規指定に伴う実地調査に２施設、ヒアリングを１施設に行っています。 

 

（１２）各種講習会の登録等業務 

① 介護技術講習会の届出の内容確認業務 

介護技術講習会は、介護福祉士試験の受験者を対象に実施し、この介護技術講習会

を修了した者には実技試験が免除されることになります。 

中国四国厚生局では、中国管内における当講習会を実施する施設からの届出書等を

受理し、その内容を確認し適宜指導を行っています。 

・平成２７年度届出の実績 ･･････ ２０施設 

 

 

 

施設の種類  施 設 名  所在地  課程  入学定員  

介護福祉士養成施設 

（特例高校） 
黒瀬高等学校 

広島県 

東広島市 
昼間 ４０名 

社会福祉士（科目確認大学等） 
東亜大学人間科学部 

人間社会学科 社会福祉コース 

山口県 

下関市 
昼間 ２０名 

施設の種類 承認件数 受理件数 

はり師・きゅう師養成施設  

栄養士養成施設 

管理栄養士養成施設 

指定保育士養成施設 

社会福祉士養成施設 

介護福祉士養成施設 

実務者養成施設（介護福祉士） 

福祉系高等学校等（介護） 

精神保健福祉士養成施設 

科目認可大学等（社会福祉士） 

 

１ 

９ 

５ 

１５ 

０ 

２ 

０ 

３ 

０ 

０ 

 

０ 

０ 

１ 

１０ 

０ 

２５ 

０ 

１７ 

０ 

３１ 
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② 実務者研修教員講習会､医療的ケア教員講習会の届出の内容確認業務 

実務者養成施設における教務に関する主任者、介護福祉士養成施設、福祉系高等学

校又は実務者養成施設において医療的ケアを担当する教員は、厚生労働大臣が定める

基準を満たす講習会の受講が必要な場合があり、当該講習会を実施しようとする者は

あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとなっています。 

中国四国厚生局では、中国管内における当講習会の届出書を受理し、その内容を確

認し適宜指導を行っています。 

・平成２７年度実務者研修教員講習会の届出受理の実績 ･･････ ７施設 

・平成２７年度医療的ケア教員講習会の届出受理の実績 ･･････１１施設 

 

③ 社会福祉士実習指導者講習会､介護福祉士実習指導者講習会の届出の内容確認業務 

社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設、福祉系高等学校又は福祉系大学におけ

る実習施設の実習指導者は、厚生労働大臣が定める基準を満たす実習指導者講習会の

受講が必要な場合があり、当該講習会を実施しようとする者はあらかじめ厚生労働大

臣に届け出ることとなっています。 

中国四国厚生局では、中国管内における当講習会の届出書を受理し、その内容を確

認し適宜指導を行っています。 

・平成２７年度社会福祉士実習指導者講習会の届出の実績 ･･････ １施設 

・平成２７年度介護福祉士実習指導者講習会の届出の実績 ･･････ １施設 

 

④ その他 

  実務者養成施設においては、地域の団体等で実施されている研修であって、一定の 

内容・質が担保されているものを修了した場合は、相当する科目について実務者養成 

施設で履修したものとみなす「修了認定」が可能であり、認定の対象となる研修を実 

施しようとする者は、あらかじめ実施者の主たる事務所の所在地の厚生（支）局にそ 

の研修内容を届け出ることとなっています。 

  また、社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設又は福祉系大学における専任教員 

等は、厚生労働大臣が定める基準を満たす教員講習会の受講が必要な場合あり、社会 

福祉士実習演習担当教員講習会、介護教員講習会を実施しようとする者は、同様に厚 

生（支）局に届け出ることとなっています。 

  これら業務は、平成２７年度の実績はありませんでした。 
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７ 医事課 

 

（１）医師臨床研修、看護師特定行為研修 

① 概要 

平成１６年４月以降に免許を取得し、診療に従事しようとする医師は２年以上の臨

床研修を受けることが、医師法により義務づけられています。 

臨床研修制度では、「臨床研修は、医師としての人格をかん養し、将来専門とする

分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診

療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を

身につけることのできるものでなければならない。」との基本理念のもと、大学病院

若しくは厚生労働大臣が指定した臨床研修病院・施設が各々作成する研修プログラム

に基づき研修が実施されます。 

また、平成２７年から医療法改正に伴い施行された特定行為に係る看護師の研修に

おいて、研修を行う学校、病院などは指定を受けることが義務づけられています。 

中国四国厚生局では、効果的に医師臨床研修が実施されるよう、新規指定若しくは

プログラム変更の申請を行った病院等の研修プログラムの内容、設備及び人員等につ

いて関係法令の定める基準に照らして審査するとともに、医師臨床研修に関する補助

金の交付手続きを行っています。 

また、看護師特定行為研修を行う指定研修機関の申請内容の審査及び制度に関する

説明会の開催等の普及啓発を行っています。 

 

② 実績 

ア 臨床研修病院指定基準及び研修プログラムの審査 

(ｱ) 臨床研修病院指定申請（病院群変更を含む）に伴う指定基準及び研修プログラム

の審査 

新規に臨床研修病院の指定を受けようとする病院（大学病院と共同して臨床研修

を行う協力型臨床研修病院を含む）の指定基準及び研修プログラム内容の審査を行

いました。 

また、指定を受けている臨床研修病院（大学病院含む）の研修を行う病院や研修

分野の変更等に伴う研修プログラム内容の確認を行いました。新規指定申請のあっ

た病院については、医道審議会医師分科会医師臨床研修部会（以下、部会とします。）

の審査を経て指定が行われ（部会は平成２７年８月２７日に開催され、９月１７日

付で指定されました）、基幹型臨床研修病院では２施設が新規指定されました。 

管内においては、２８年度は基幹型臨床研修病院１０２施設、大学病院１１施設

及び協力型臨床研修病院２１５施設が医師臨床研修制度を担うこととなります。 
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【平成２８年度に臨床研修を実施する基幹型臨床研修病院等】 

            （平成２８年３月３１日現在） 

（ ）は２７年度増加施設数 

 

   

(ｲ) 既指定病院の臨床研修プログラムの変更・新設（追加） 

臨床研修病院の研修プログラム変更・新設（追加）については、３０施設（うち

大学病院は３施設）の届出を受理し、内容の確認を行いました。 

 

イ 臨床研修病院の年次報告 

平成２７年４月１日現在の状況及び平成２６年度実績に関する年次報告（臨床研

修プログラム検索サイト（ＲＥＩＳ）によるオンライン登録）１１１件について、

指定基準に係る記載を確認後、受理しました。 

 

ウ 各種変更届出の受理 

病院の名称、指導医等の変更届出（書面、ＲＥＩＳによるオンライン登録）５２

件について、内容確認後、受理しました。 

 

エ 臨床研修制度の広報等 

大学病院等が実施した指導医講習会や大学での在学生に対する講義等において、

医師臨床研修制度を説明し、周知を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 計 

基幹型 

臨床研修病院 
７ ７（１） １３ ２４ １４ ７ ８ １５ ７（１） 

１０２
（２） 

大学附属病院 １ １ ３ １ １ １ １ １ １ １１ 

 
協力型 

臨床研修病院 
１２ １０ ４５ ４０ １６ ２０ ２５ ３０ １７ ２１５ 
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【平成２７年度に講演を行った指導医講習会等】

 

 

 

オ 臨床研修費等補助金の執行業務 

(ｱ) 交付申請書の受理、審査、交付決定、交付決定通知(依頼)書の作成・送付 

１００施設の交付申請書の内容審査を行い、交付決定を行いました。 

(ｲ) 実績報告書の受理、審査、交付額の確定、確定通知(依頼)書の作成・送付 

平成２６年度に交付決定を行った９３施設の事業実績報告の内容審査を行い、交

付額の確定を行いました。 

 

カ 臨床研修修了登録の審査 

臨床研修修了登録については新規登録６７６件、登録証再発行８５件、書き換え

２４件の内容を審査しました。 

 

キ 臨床研修病院に対する訪問調査・実地調査 

臨床研修病院のうち、指定基準（入院患者数）を満たしていない５施設に対し、

指定継続の判断を目的に訪問調査を行い、研修の実施状況・管理・運営状況につい

て、プログラム責任者、指導医、研修医等から意見聴取を行いました。訪問調査の

結果は部会に諮られ、指定継続となりました。 

また臨床研修病院のうち、「医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関

する省令」に規定する指定の基準等の遵守状況の確認及び今後の臨床研修制度の円

滑な運用、省令等の見直しの参考等とするための運用状況、懸案事項等の聴取を目

的として５施設に対し、実地調査を行いました。  

 

開催日 開催主体 種別 

 平成２７年 ６月５日 

 平成２７年 ７月２５日 

 平成２７年 ８月２３日 

 平成２７年 ８月２９日 

 平成２７年１０月４日 

 平成２７年１０月３０日 

 平成２７年１１月１６日 

 平成２７年１１月２１日 

平成２８年 １月２４日 

平成２８年 １月２９日 

平成２８年 ２月９日 

平成２８年 ２月２８日 

 

  愛媛大学医学部附属病院 

  川崎医科大学附属病院 

  香川大学附属病院 

  愛媛大学医学部附属病院 

  松山赤十字病院 

  山口大学附属病院 

臨床研修協議会 

  徳島県臨床研修連絡協議会 

高知件臨床研修連絡協議会 

徳島大学医学部附属病院  

香川大学医学部附属病院 

   岡山県臨床研修連絡協議会 

 

学生向け講演 

指導医講習会 

指導医講習会 

指導医講習会 

指導医講習会 

指導医講習会 

プログラム責任者講習会 

指導医講習会 

指導医講習会 

学生向け講演 

学生向け講演 

指導医講習会 
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ク 看護師特定行為研修制度に関する普及啓発  

平成２７年１０月に施行された看護師特定行為研修制度及び指定の申請手続に

関する説明会を開催しました。 

【看護師特定行為研修制度説明会】 

○ 開催日：平成２７年９月４日（金曜日） 

○ 場 所：広島合同庁舎１号館附属棟 ２階講堂 

○ 参加者：総数１２８人（1部：１２６名、２部：６４名）中国四国９県の 

医療機関、看護系教育機関、関係団体、行政等 

○ 内 容：１部 制度説明 

２部 指定の申請に係る手続き等の説明 

    ２７年度は管内において看護師特定行為研修の指定申請はありませんでした。  

 

（２）医師又は歯科医師の行政処分に対する再教育の実施等 

① 概要 

医療従事者の資質を向上し、国民の医療に対する安心を確保するため、行政処分を

受けた医師又は歯科医師に対して再教育を実施しています。 

中国四国厚生局では、行政処分によって医業停止１～３年の処分となった者に対す

る再教育研修（個別研修）に係る業務として、研修における事前調整から終了までの

進捗状況の把握・助言指導者の指名・個別研修計画書の受理・研修修了報告書の受理

・研修者に関するその他のことなどを行っています。 

 

② 実績 

平成２７年度において、医業停止処分（平成２６年３月）となり再教育研修を行っ

た１名について、個別研修修了証の交付を行いました。 

平成２７年９月３０日及び平成２８年３月１１日に開催された医道審議会医道分科

会において、医師５３名、歯科医師１３名に対する行政処分がなされましたが、当局

管内の該当者はありませんでした。 

 

（３）医師確保対策 

① 概要 

平成１８年度に成立した医療制度改革関連法に基づき、地域や診療科による医師不

足問題への対応や、医療計画・健康増進計画等の見直し等に関して、地方自治体等に

対する支援を行っています。 

中国四国厚生局では、関係団体の主催する会議に参加して情報収集を行っています。 

 

② 実績 

開催日 訪問・会議等 場所 

平成28年1月11日 
平成27年度中国四国ブロックエイズ治療拠点
病院等連絡協議会出席 

広島県 

平成28年1月22日 地域医療支援センターに係る情報交換会 厚生労働省 
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（４）医療の安全に関する取組の普及及び啓発 

① 概要 

医療法において、国民が安心して医療を受けることができるよう、医療機関や医療

従事者は、提供する医療の質と安全性の向上を図ることが求められています。 

中国四国厚生局では、医療安全管理体制の強化の推進及び医療従事者の資質向上の

ため、管内病院の管理者、医療安全担当者等を対象に、平成１６年度から年１回「医

療安全に関するワークショップ」を開催しています。 

平成２６年に施行された再生医療等の安全性を確保する法律に基づき、再生医療等

を提供する医療機関（再生医療等提供機関）は再生医療等提供計画の提出を、再生医

療等に使用する細胞の培養や加工をする施設（細胞培養加工施設）は、細胞培養加工

施設の許可等の手続きを行うことが義務付けられています。 

中国四国厚生局では、再生医療等提供機関や細胞培養加工施設の手続きの受理等を

行い、適切な管理を行っていることを確認しています。 

 

② 実績 

ア 「医療安全に関するワークショップ」の開催 

２７年度の医療安全セミナーは、平成２７年１０月１日に施行された「医療事故

調査制度」をふまえ、安心・安全な医療を提供するための組織マネジメントについ

て理解を深める内容としました。第１クールをワークショップ形式とし、第２クー

ルの１日目をセミナー形式、２～３日目をワークショップ形式として、合計５日間

開催しました。 
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【医療安全ワークショップ】 

  ○ 開催日：平成２７年１２月１４日（月曜日）、１５日（火曜日） 
         平成２８年１月３１日（日曜日）、２月１日（月曜日）、２日（火曜日） 
   ○ 会 場：広島合同庁舎１号館附属棟２階大会議室、広島国際会議場 
   ○ 対象者：中国５県に所在する医療機関の医療安全管理者等 
   ○ 参加者：５９人 
   ○ 内 容 
   テーマ 「医療機関の特性に応じた医療安全のありかたを考える 
          ～中小医療機関の医療安全管理体制を中心に～」 
    １）第１クール 
   ①「医療安全の動向」 
       田中信一郎 国立病院機構徳島病院長 
   ②「医療事故の分析方法」 
    山田 都 国立病院機構広島西医療センター 医療安全管理係長 
   ③「医療安全と法的責任」 
    前田 正一 慶應義塾大学大学院  教授 
   ④グループワーク「モデル事例に関するｲﾍﾞﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ作成及び過誤の有無に関する評価」 
    山田 都  国立病院機構広島西医療センター 医療安全管理係長 
    清水泰史  国立病院機構鳥取医療センター  医療安全管理係長 
    新原正美  国立病院機構岡山医療センター  医療安全管理係長 
    藤岡雅子  国立病院機構岩国医療センター  医療安全管理係長 
     
   ２）第２クール 
   ①「事例分析の評価と事故対応」 
    大野陽子  県立広島病院 副看護部長 
   ②「事故後の対応（模擬患者参加によるロールプレイ）」 
    芳賀克夫  独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 臨床研究部長 
   ③グループワーク「モデル事例に関する事故対応策の展開」 
    大野陽子  県立広島病院 副看護部長 
    黒瀬真理子 広島赤十字・原爆病院 医療安全管理者副部長 
    山口敏美  土肥整形外科病院 医療事故防止対策委員長 
 

【医療安全セミナー】 
  ○ 開催日：平成２８年１月３１日（日曜日） 
   ○ 会 場：広島国際会議場 ヒマワリ 
   ○ 対象者：中国５県に所在する医療機関の医療従事者 
   ○ 参加者：２６２人（ワークショップ参加者５８名含む） 
   ○ 内 容 
  ①「医療事故に係る調査の仕組みについて」 
    金子照慶 厚生労働省医政局総務課 医療事故調査専門官 
  ②「組織作り・チームワーク作り－社会心理学の視点から」 
    山口裕幸 九州大学大学院人間環境学院 心理学講座 教授  
  ③「医療安全に関する組織作りの実際」 

－真実説明 医療安全 病院の組織をどう作りかえるか－ 
    鮎澤純子 九州大学大学院医学研究院 医療経営・管理学講座 准教授 
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イ 再生医療等安全性確保法に基づく手続き 

(ｱ) 再生医療等安全性確保法の周知 

再生医療等を行う医療機関の関係者及び再生医療等で使用する細胞の培養又は加

工を行う施設の関係者を対象に、平成２７年４月１３、１４日及び９月９、１０日

に説明会を開催しました。 

【再生医療等安全性確保法制度説明会】 

○ 開催日：平成２７年４月１３日（月曜日）、１４日（火曜日） 

○ 場 所：広島合同庁舎４号館２階１１会議室（１３日） 

サンポート高松２階会議室（１４日） 

○ 参加者：９６人 

○ 内 容： 

 

 

 

【再生医療提供計画作成等説明会】 

○ 開催日：平成２８年９月９日（水曜日）、１０日（木曜日） 

○ 場 所：広島鉄砲町庁舎２階会議室 

○ 参加者：５８人 

○ 内 容： 

 

 

(ｲ) 再生医療安全確保法に基づく各種申請の受理 

中国四国管内の再生医療等提供機関や細胞培養加工施設、再生医療等委員会か

ら提出された各種申請を受理しました。第一種再生医療等提供計画は厚生局で受

理された後、厚生科学審議会再生医療等評価部会で諮られます。 

 

【管内の再生医療施行状況】   （平成２８年３月３１日現在） 

申請項目 件数 

再生医療等委員会 ３ 

特定認定再生医療等委員会 ３ 

細胞培養加工施設 １７４ 

再生医療等提供計画（第一種） １ 

（第二種） ４ 

（第三種） ２２９ 

 

  

①  再生医療等安全性確保法の制度説明（地方行政機関、保健所対象） 

②  制度に伴う手続等の説明（医療機関対象） 

③  個別相談（希望の医療機関対象） 

①  再生医療等安全性確保法の制度説明 

②  再生医療提供計画作成に伴う手続等の説明 
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（５）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 

① 概要 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」

では、心神喪失の状態で重大な他害行為（他人に害を及ぼす行為）を行った者に対し

継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによっ

て、その症状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、その社会復帰を

促進することが定められています。 

中国四国厚生局では、対象者の医療を行う指定医療機関の指定、地方裁判所の処遇

決定に伴う指定医療機関の選定、入院処遇決定となった対象者の指定入院医療機関へ

の移送を行っています。 

また、この法律では、対象者の処遇を決定するために、裁判官と精神科医（精神保

健審判員）、必要に応じて精神保健福祉の専門家（精神保健参与員）により審判が行

われますが、その構成員を地方裁判所が選任するための精神保健判定医及び精神保健

参与員候補者名簿の作成などを行っています。 
厚生労働省 MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare)

医療観察法の仕組み

重大な他害行為

実刑判決

裁判所

検察官

（心神喪失等を理由）

不起訴

無罪等

起
訴

検
察
官
に
よ
る
申
立
て

地
方
裁
判
所
に
お
け
る
審
判

地域での支援
・精神保健観察（保護観察所）

・入院によらない医療（通院医療）
（指定通院医療機関）

・精神保健福祉法等に基づく援助
（都道府県・市町村等）

退院決定
入
院
決
定

通
院
決
定

鑑
定
入
院

原則３年で終了

一般の精神保健福祉

平成15年7月成立・公布、平成17年7月15日施行

（心神喪失等を認定） 入院・再入院決定

入院医療の提供
・入院医療（指定入院医療機関）
・設置主体は、国、都道府県、特定
独立行政法人に限定。
（入院期間は標準で18ヶ月程度）

・指定入院医療機関病床数の整備目
標は720床程度

医療観察法における入院医療及び通院
医療は厚生労働大臣が行う

刑務所

不
処
遇

（制度は、法務省・厚生労働省共管）

鑑定入院は、精神科病院で実施（期間は
2ヶ月が原則）

心神喪失等で重大な他害行為を行った者に対して、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことに
よって、病状の改善及び同様の行為の再発防止を図り、その社会復帰を促進するよう、対象者の処遇を決定する手続等を定めるもの。

裁判官と精神保健判定医の合議制

厚生労働省 MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare)

医療観察法に基づく入院から社会復帰の流れ

社会復帰期
6ヶ月

概ね18ヵ月以内を想定（症状の軽い場合は早期退院）

回復期
9ヶ月

急性期
3ヶ月

入
院
決
定

退
院
決
定

○薬物治療を中心に実施 ○多職種チームによる治療
○外出訓練の実施

○社会復帰に向けた事前調整
○外泊訓練の実施

指定入院医療機関による入院医療の提供

○対象者本人との面談 ○生活環境調整計画の作成 ○地域関係機関との調整
○退院決定等の意見書提出

帰住地の保護観察所による生活環境調整

都道府県

市町村

指定通院医療機関
障害福祉サービス事業者

対象者は保護観察所の精神保健観察下
において通院医療を受ける

帰住地の精神保健医療福祉のネットワーク

原則３年間（最大５年間）。通院期間終了後は、地域の精神保健医療福祉の枠組みに移行

【入院処遇中】

【通院処遇中】
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② 実績 

ア 精神保健判定医及び精神保健参与員候補者名簿の作成 

平成２８年名簿作成のため、２７年３月末作成の名簿に登載されている精神保健

判定医１４２名及び精神保健参与員候補者９９名に対し、２８年度以降の継続に係

る同意確認を行い、辞退等による欠員の補充及び新規候補者の推薦依頼を各都道府

県に対して実施しました。 

 

【精神保健判定医及び精神保健参与員候補者数】 (平成２８年３月末現在） 

 

イ 指定医療機関に対する指導監査 

指定入院医療機関４施設、指定通院医療機関３施設に対して一般指導監査を実施

しました。 

 

ウ 関係機関との連携強化 

保護観察所等の関係団体が開催する会議に出席し、制度説明や意見交換を行いま

した。 

運営連絡協議会９回（９県） 

広島保護観察所開催の地域連絡協議会４回（４エリア） 

中四国ブロック協議会１回 

指定入院医療機関主催の地域連絡会議４回、外部評価会議８回 

 

エ 裁判所による入院等の決定状況 

 【入院等決定状況】        (平成２８年３月末現在) 

２７年度（件） 

申 立 鑑定入院中 入院決定 通院決定 不処遇・申立却下 

２９ ６ ２０（１） ３（１） ２ 

※（ ）は、平成２６年度申立（２６年度末鑑定入院中）で２７年度に決定した内数 

 

    平成２７年度の入院決定対象者２０名を鑑定入院医療機関から指定入院医療機関

に移送しました。 

 

都道府県名 精神保健判定医数 精神保健参与員候補者数 

鳥取県 
島根県 
岡山県 
広島県 
山口県 

 １０ 
 １６ 
 ２８ 
 ２３ 
 １４ 

１３ 
１０ 
１６ 
３３ 
 ６ 

徳島県 
香川県 
愛媛県 
高知県 

 １６ 
 １５ 
 １１ 
  ９ 

 ６ 
 ３ 
 ７ 
 ５ 

合      計 １４２ ９９ 
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【処遇中の対象者数】    (平成２８年３月末現在) 

 

オ 指定医療機関の指定 

制度説明及び制度への協力依頼のため、関係機関など４施設へ訪問しました。 

【管内指定入院医療機関】    （平成２８年３月末現在） 

 

【管内指定通院医療機関】    （平成２８年３月末現在） 

    ※（ ）は平成２７年度に新規指定した指定通院医療機関の内数

 

カ 指定通院医療機関医療従事者実地研修の開催 

指定通院医療機関における医療の充実、連携強化に資するため、医療従事者実地

研修を開催しました。 

【平成２７年度指定通院医療機関医療従事者実地研修】 

申立地 入院処遇中 通院処遇中 

鳥取県 
島根県 
岡山県 
広島県 
山口県 

 １ 
 ５ 
 ７ 
１８ 
 ６ 

  ４ 
  ７ 
 １２ 
 １８ 
 １０ 

徳島県 
香川県 
愛媛県 
高知県 

 １ 
 ２ 
１６ 
 ７ 

  ８ 
  １ 
  ７ 

 ５ 

計 ６３  ７２ 

医  療  機  関  名 

 

病床数 指定月日 

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター ３３ H19.10. 1 

国立病院機構賀茂精神医療センター ３３ H20. 6.24 

国立病院機構鳥取精神医療センター １７ H22. 5. 6 

山口県立こころの医療センター  ８ H23. 2. 1 

都道府県名 病院 診療所 薬局 訪問看護 

鳥取県 
島根県 
岡山県 
広島県 
山口県 

 ４ 
 ６（１） 

 ６ 
 ８（１） 

 ９ 

 ０ 
 ２ 
 ０ 
 １ 
 １ 

１１９（１） 
 １１（１） 

  ４ 
  ９ 
 １５ 

 ０ 
 ２（１） 
 ２（２） 

 ６ 
 １ 

徳島県 
香川県 
愛媛県 
高知県 

 ７ 
 ４ 
 ９ 

 ９（１） 

 ２ 
 ０ 
 ０ 
 １ 

  ３ 
  ６ 
  ４ 

 ９１（１） 

 ０ 
 ０ 
 ３ 

 ５（１） 

計 ６２（３）  ７ ２６２（３） １９（４） 

開催地 

 

開催日 参加者数 

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター １０月２７・２８日 １５名 

国立病院機構賀茂精神医療センター １１月１１・１２日 １４名 
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（６）医薬品等の許認可業務 

① 概要 

医薬品等を業として製造しようとする者は、「医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律」（以下「医薬品医療機器等法」）に基づき、

医薬品等の製造業の許可を受けなければなりません。 

中国四国厚生局では、厚生労働大臣が指定する医薬品を製造する場合の製造業許

可を行っています。 

厚生労働大臣が指定する医薬品とは、①生物学的製剤（体外診断薬を除く）、②

放射性医薬品、③国家検定医薬品、④遺伝子組換え技術応用医薬品、⑤細胞培養技

術応用医薬品、⑥細胞組織医薬品、⑦特定生物由来製品です。 

 

② 実績 

平成２８年３月３１日現在、管内に所在する大臣権限の医薬品製造業の許可を受け

ている製造所は９箇所でした。 

管内の医薬品製造施設から、平成２７年度中にあった申請・届の状況は次のとおり

です。 

新規許可申請１件、廃止届２件 

製造管理者承認申請４件、許可更新申請２件 

製造管理者変更届３件、設備変更届２４件、役員変更届６件 

 

【厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器の製造所】 

                               （平成２８年３月３１日現在） 

都道府県名 生物学的製剤等 放射性医薬品 

鳥取県 ０ ０ 

島根県 ０ ０ 

岡山県 ０ １ 

広島県 １ １ 

山口県 ２ ０ 

徳島県 １ ０ 

香川県 ２ ０ 

愛媛県 １ ０ 

高知県 ０ ０ 

計 ７ ２ 

 

（７）毒物及び劇物の登録業務 

① 概要 

毒物及び劇物取締法において定められた毒物及び劇物を販売又は授与の目的で製

造又は輸入を行う者（以下「毒物劇物営業者」という。）は、製造業又は輸入業の
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登録を受ける必要があります。また毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り

扱う製造所又は営業所ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければなりませ

ん。 

中国四国厚生局においては、厚生労働大臣から権限の委任を受け、毒物及び劇物

の原体を製造又は輸入する場合の製造業又は輸入業の登録等を行います。 

 

② 実績 

平成２８年３月３１日現在、管内に所在する大臣権限の毒物劇物営業者の登録を受

けている製造所及び営業所は、１３３箇所（製造業１１４箇所、輸入業１９箇所）で

した。 

管内の毒物及び劇物営業者から、平成２７年度中にあった申請・届の状況は次のと

おりです。 

 

新規登録申請４件、廃止届５件 

登録更新申請３４件、登録変更申請３０件、書換え交付申請１２件 

取扱責任者設置届４件、取扱責任者変更届２０件、品目変更届２件 

設備変更届５６件、その他の変更届（製造所の名称変更等）１１件 

 

【大臣権限の毒物劇物営業者登録状況】        

                           （平成２８年３月３１日現在）  

都道府県名 製造業 輸入業 

鳥取県 ０  ０  

島根県 ２  ０  

岡山県 ３４  ２  

広島県 １４  ５  

山口県 ３１  ３  

徳島県 ７  ７  

香川県 １２  １  

愛媛県 １２  ０  

高知県 ２  １  

計 １１４  １９  
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８ 食品衛生課 

 

（１）総合衛生管理製造過程の承認 

①  概要 

総合衛生管理製造過程は、施設設備・機械器具の保守点検及び衛生管理、従業員の

衛生教育、食品の衛生的な取扱いなど従来からの一般的衛生管理を土台として、ＨＡ

ＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point ：危害分析重要管理点）方式

を取り入れた、総合的に衛生管理された食品の製造方法です。 

この承認を受けると、食品衛生法第１１条第１項の基準に基づかない方法による食

品の製造又は加工が可能となります。（食品衛生法第１３条第６項） 

承認審査の流れは、申請書の書面審査（ヒアリングを含む）、製造施設への現地調

査などを経た上で承認されます。 

総合衛生管理製造過程の対象食品は、次のとおりです。 

ア 乳                          （牛乳、加工乳など） 

イ 乳製品                      （乳飲料、アイスクリームなど） 

ウ 清涼飲料水                  （紅茶、ミネラルウォーターなど） 

エ 食肉製品                    （ハム、ソーセージなど） 

オ 魚肉練り製品                （魚肉ハム、蒲鉾など） 

カ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 （缶詰、レトルト食品など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実績等（平成２７年度） 

・中国四国厚生局が所管する施設数[対象延品目数]（平成２８年３月末現在） 

５３施設[８０件] 

［内訳］ 

○「乳」･･････････････････････････････････････････････ １８施設[２６件] 

○「乳製品」･･････････････････････････････････････････ １４施設[２５件] 

○「清涼飲料水」･･････････････････････････････････････ １３施設[１７件] 

○「食肉製品」････････････････････････････････････････   ５施設[ ９件] 

○「魚肉練り製品」････････････････････････････････････   ２施設[ ２件] 

○「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」･･････････････････････   １施設[ １件] 

・更新等に伴う現地調査 ･･････････････････････････････････ ２４施設 

 

 
○食品衛生法第１１条第１項 

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、 
販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の 
方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき 
規格を定めることができる。 

 
○食品衛生法第１３条第６項 

総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、第１１条第１項の 
基準に適合した方法による食品の製造又は加工とみなして、この法律又はこの法 
律に基づく命令の規定を適用する。 

 

41



（２）食品衛生法に基づく登録検査機関の登録等 

① 概要 

食品衛生法に基づく登録検査機関は、食品衛生法第２５条の規定による製品検査や

同法第２６条の規定により国又は地方自治体が行う食品などの検査命令において、そ

の検査が行える検査設備及び検査能力を有したものとして、あらかじめ厚生労働大臣

の登録を受けた検査機関です。 

中国四国厚生局では、管内の登録検査機関の登録及び監督を担当しており、登録を

受けた検査機関が厚生労働省令で定める技術上の基準（ＧＬＰ： Good Laboratory 

Practice）に基づき、その検査を適正に実施していることを確認するために立入検査

などを行っています。 

 

② 実績等（平成２７年度） 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２８年３月末現在）  

検査機関 １３機関 

検査施設 １４施設 

・登録検査機関の検査施設への立入検査 ････････････････････ １４施設 

 

（３）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく指定検査機関の指定等 

① 概要 

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（以下「食鳥検査法」という。）

に基づく指定検査機関は、食鳥検査が行える検査設備及び検査能力を有した検査機関

として、厚生労働大臣が指定した検査機関です。 

食鳥（鶏、あひる、七面鳥）の検査は都道府県知事が行うものですが、食鳥検査法

第２１条第１項の規定により、都道府県知事が指定検査機関に検査業務を委任するこ

とができることになっています。 

中国四国厚生局では、管内の指定検査機関の指定及び監督を行っています。 

 

② 実績等（平成２７年度） 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２８年３月末現在）･･  ４施設 

・変更届出の受理･･････････････････････････････････････････   ７件 

・役員の認可 ････････････････････････････････････････････   ４件 

・業務規定の認可 ････････････････････････････････････････  ２件 

・事業計画の認可 ････････････････････････････････････････   ６件 

・指定検査機関への立入検査 ･･････････････････････････････  １件 

  

（４）対ＥＵ及び対米輸出水産食品に係る認定施設への査察等 

① 概要 

ＥＵ（欧州連合）及び米国では、指令や規則などで独自の衛生管理の導入を水産食

品の製造・加工などを行う施設に対して義務づけており、外国からの輸入水産食品に

対しても同様の規制を行っています。 
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そのため、我が国では、ＥＵ及び米国との協議に基づき、ＥＵや米国への輸出水産

食品を取り扱う施設がその条件を満たしていることを保証する施設の認定を行ってい

ます。 

この認定手続きは、申請者が都道府県知事などに申請を行うことになっており、都

道府県知事などは認定要件を満たしていると認めた場合に、地方厚生局と協議のうえ、

認定施設として認定されることとなります。 

中国四国厚生局では、この認定の可否の協議に基づく書類審査及び現地調査を行い、

その結果を県知事などに通知するほか、定期的に査察担当者を認定施設へ派遣し、査

察を実施しています。 

 

② 実績等（平成２７年度） 

ア 対ＥＵ輸出水産食品に係る認定施設 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２８年３月末現在）  ４施設 

・認定施設に対する査察 ････････････････････････････････   ８件 

イ 対米輸出水産食品に係る認定施設 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２８年３月末現在） １４施設 

・認定施設に対する査察  ････････････････････････････････  ３件 

 

（５）健康増進法に基づく虚偽誇大広告等の立入検査及び収去に関すること 

① 概要 

食品として販売に供する物に健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違

する、又は著しく人を誤認させる表示をしてはならないと規定されており、健康の保

持増進に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、表示を行った者に対して

必要な措置を講じるべき旨の改善勧告などを行います。 

中国四国厚生局では、営業者や管内自治体等からの相談を受けるとともに、自治体

からの報告の取りまとめを行っています。  

なお、健康増進法に基づく虚偽誇大広告等規制の勧告及び命令については、「地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」（第四次分権一括法）の施行により、平成２８年４月より都道府県等に権限

が移譲されます。  

 

② 実績等（平成２７年度） 

自治体及び事業者から相談 ･･････････････････････････････ １５件 

 

（６）食品に関するリスクコミュニケーション 

① 概要 

厚生労働大臣や都道府県知事等は、食品衛生法第６４条、第６５条に基づいて、食

品の規格基準や監視指導計画の策定など食品衛生に関する施策全般やその施策の実施

状況を公表し、広く国民又は住民の意見を求めることになっております。 

中国四国厚生局では、厚生労働本省や地方自治体等と共催で、関係事業者、消費者
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との地域での意見交換等の取り組みを行っております。 

 

② 実績等（平成２７年度）･･････････････････････････････････  ２件 

 

（７）検疫所が行う試験及び検査の業務に係る点検等 

① 概要 

検疫所が行う試験及び検査の信頼性確保は、従来、検疫所内での点検により実施し

ていますが、より客観性を担保するため、平成２２年度から厚生労働省本省が点検を

実施し、登録検査機関への実地調査の経験を有する地方厚生局の担当官が同行し、助

言を行っています。 

 

② 実績等（平成２７年度） 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２８年３月末現在） 

管内検疫所窓口数  ３機関 

・検疫所の検査施設への立入検査 ･･････････････････････････  ０件 

 

（８）対韓国輸出水産食品取扱施設に係る登録、監視及び衛生証明書発行等 

① 概要 

韓国では、輸入される冷凍食用の鮮魚の頭部又は魚介類内臓について、輸出国加工

施設の登録及び輸出国政府が発行する衛生証明書の添付を義務付けています。 

そのため、中国四国厚生局では、管内の加工施設の登録及びその施設が輸出する製

品の衛生証明書の発行業務を行っています。 

 

② 実績等（平成２７年度） 

対韓国輸出水産食品に係る認定施設 

・中国四国厚生局が所管する施設数（平成２８年３月末現在）･･  ６施設 

・衛生証明書の発給数 ････････････････････････････････････  ０件 

 

（９）自由販売証明書の発行 

  ① 概要 

自由販売証明書は、輸出しようとする食品が輸出国において製造され、一般市場で

問題なく流通していることを証明するものです。この証明書は、食品を海外に輸出す

る場合、輸入国側の通関関係機関等から求められる場合があります。 

平成２５年６月から地方厚生局で発行を開始しました。 

 

② 実績等（平成２７年度） 

・証明書の発給数 ･･･････････････････････････････････････  ３２件 
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（１０）中国向け輸出水産食品に係る衛生証明書の発行 

  ① 概要 

中国向け輸出水産食品に係る施設の登録及び衛生証明書の発給等の業務は、従前、

認証を受けた食品衛生法に基づく登録検査機関が実施していましたが、中国側の法律

改正により行政機関による衛生証明書の発給が求められることとなったことを受け、

平成２６年１月から衛生証明書を発行する機関は、登録施設を所管する都道府県等衛

生部局が原則行うこととなりました。また、当該業務を行う体制が整っていない都道

府県等（中国四国管内では、広島市、呉市、福山市、倉敷市、高松市及び松山市。）

にあっては、当該地域を管轄する地方厚生局が衛生証明書の発行を行っています。 

 

② 実績等（平成２７年度） 

・衛生証明書の発給数 ･･･････････････････････････････････  ９件 
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９ 保険年金課 

 

（１）健康保険組合の規約変更の認可等 

① 概要 

健康保険制度は、相互扶助の精神のもとに、疾病・負傷若しくは死亡又は出産に関

して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制

度です。 

健康保険組合は、国の認可を受けて単独の企業や同業種の複数の企業が共同で設立

し、国に代わって健康保険事業を運営する公法人です。 

中国四国厚生局では、健康保険組合に係る規約変更認可申請書、規約変更届出書等

の受理及び認可、厚生労働大臣への提出書類の経由並びに公法人証明・印鑑証明など

の業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する健康保険組合数（平成２８年３月末現在） 

３４組合 

（内訳）単一 ･･････････････････････････････････････････  ２７組合 

連合 ･･････････････････････････････････････････    ０組合 

総合 ･･････････････････････････････････････････    ７組合 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区  分 

規約変更認 

可申請書等 

の認可 

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由 

公法人証明 

・印鑑証明 

２７年度 ４０ １５８ ４４３ １５ 

 

（２）健康保険組合の実地指導監査等 

① 概要 

実地指導監査にあたっては、「平成２７年度における健康保険組合に対する実地指

導監査について」（平成２７年３月１２日付厚生労働省保険局保険課長通知）により、

健康保険組合の事業運営が法令・通知・組合規約・組合規程に基づき適正なものとな

っていることの確認を基本とし、前回監査から相当期間が経過している組合に対して

実施しました。 

 

② 実績 

・実地指導監査 ･･････････････････････････････････････････  １１組合 

・実地指導監査の結果、経常収支が赤字となっている健康保険組合に対して、引き続

き財政の健全化に向けた努力を行うよう指導しました。また、決定通知書に適正な教

示文を記載することや会計事務取扱規程などの規程類を整備することなどを指導しま

した。 

46



（３）全国健康保険協会支部の実地監査 

① 概要 

実地監査にあたっては、「全国健康保険協会支部の実地監査について」（平成２２

年１月７日付厚生労働省保険局保険課長通知）により、定期監査を実施しました。 

 

② 実績 

・実地監査 ･･････････････････････････････････････････････  ２支部 

・実地監査の結果、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、契

約書に善良なる管理者の注意義務の遵守等の必要事項を明記することなどを指導しま

した。 

 

（４）厚生年金基金の規約変更の認可等 

① 概要 

厚生年金基金は、企業の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて母体企業とは別の法

人格を持った公法人である厚生年金基金を設立し、国の老齢厚生年金の一部を代行す

るとともに、独自の上乗せ給付を併せて支給することにより、加入員の老後における

生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。 

中国四国厚生局では、厚生年金基金に係る規約変更認可申請書、規約変更届出書等

の受理及び認可、厚生労働大臣への提出書類の経由並びに公法人証明・印鑑証明など

の業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する厚生年金基金数（平成２８年３月末現在） 

１３基金 

（内訳）単独 ･･････････････････････････････････････････  １基金 

連合 ･･････････････････････････････････････････  ０基金 

総合 ･･････････････････････････････････････････ １２基金 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区  分 

規約変更認 

可申請書等 

の認可 

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由 

公法人証明 

・印鑑証明 

２７年度 ４８ １５４ ２７１ ６０ 

 

（５）厚生年金基金の実地監査等 

① 概要 

実地監査にあたっては、「厚生年金基金の解散等及び精算について」（昭和５０年

２月１９日年発第２３６号）により、決算報告書の承認申請書を提出した解散基金を

対象として実施しました。 
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② 実績 

・実地監査 ･･････････････････････････････････････････････    ４基金 

・実地監査の結果、基金の精算に係る事務が適正に実施されていることが確認された

ので、引き続き、受給者や加入者への分配業務等適正に実施するよう指導しました。 

 

（６）国民年金基金の規約変更の認可等 

① 概要 

国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受け都道府県毎や業種別に公法人である国

民年金基金を設立（地域型又は職能型）し、自営業者等の方々に老齢基礎年金に上乗

せ給付を支給する制度です。 

中国四国厚生局では、国民年金基金に係る規約変更認可申請書、規約変更届出書等

の受理及び認可、厚生労働大臣への提出書類の経由などの業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する国民年金基金数（平成２８年３月末現在） 

５基金（地域型） 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区  分 

規約変更認 

可申請書等 

の認可 

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由 

公法人証明 

・印鑑証明 

２７年度 １２ ２３ １７ ２ 

 

（７）国民年金基金の実地監査等 

① 概要 

実地監査にあたっては、「厚生年金基金及び国民年金基金の実地監査について」（平

成１６年４月１９日付厚生労働省年金局企業年金国民年金課長及び運用指導課長通知）

により、前回監査から相当期間が経過している基金に対して実施しました。 

 

② 実績 

・実地監査 ･･････････････････････････････････････････････    １基金 

・実地監査の結果、小切手について払出簿が作成されていなかったことから、事故防

止の観点から作成することなどを指導しました。 

 

（８）確定給付企業年金の規約承認等 

① 概要 

確定給付企業年金は、労使合意の年金規約に基づき、事業主と信託会社・生命保険

会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資産を管理・運用し年金給付を行う「規約

型」と、母体企業とは別の法人格を持った企業年金基金を設立した上で、企業年金基

金において年金資産を管理運用し年金給付を行う「基金型」がある制度です。 
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中国四国厚生局では、企業年金基金及び事業主からの規約認可・承認申請書、規約

変更認可・承認申請書及び規約変更届出書等の受理、承認及び認可、厚生労働大臣へ

の提出書類の経由並びに公法人証明・印鑑証明等の業務を行っています。 

 

② 実績 

・中国四国厚生局が所管する確定給付企業年金事業所等数（平成２８年３月末現在） 

７０７事業所等 

※平成２７年度新規承認（認可）【参考】･････････････････   １０事業所 

平成２７年度規約の終了 ･････････････････････････････   ２４事業所 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区  分 

規 約 変更承認

申請書等の承

認 

規約変更届出 

書の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由 

公法人証明 

・印鑑証明 

２７年度 ６８ ２４７ ７８０ １６ 

 

（９）確定給付企業年金の監査等 

① 概要 

監査（書面・実地）にあたっては、「確定給付企業年金法に基づく監査の実施につ

いて」（平成２２年１１月１日付厚生労働省年金局長通知）により、企業年金の実施

から概ね３年を経過している事業主及び企業年金基金に対して実施しました。 

 

② 実績 

・書面監査 ･････････････････････････････････････････････   ８０事業主 

１基金 

・書面監査の結果、資格喪失者への移換に関する説明や事業概況の加入者等への周知

の未実施等の事業主に対して、適切な実施を指導しました。 

・実地監査 ･････････････････････････････････････････････    １事業主 

１基金 

・実地監査の結果、被保険者管理システムの改善や適切な代議員会の運営等を指導し

ました。 

 

（10）確定拠出年金の規約承認等 

① 概要 

確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任において運用の

指図を行い、高齢期において、その結果に基づいた給付を受ける制度で、厚生年金保

険の適用事業所の事業主が単独又は共同して実施する「企業型」と、国民年金基金連

合会が実施する「個人型」があります。 

中国四国厚生局では、企業型に係る管内の事業主からの規約承認申請書、規約変更

承認申請書及び規約変更届出書等の受理及び承認の業務を行っています。 
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② 実績 

・中国四国厚生局が所管する確定拠出年金事業所数（平成２８年３月末現在） 

１６６事業所 

※平成２７年度新規承認【参考】･･････････････････････････ １９事業所 

平成２７年度規約の終了 ･･････････････････････････････  ２事業所 

・各申請書等の処理件数 

（単位：件） 

区  分 

規約承認申 

請書の承認 

規約変更承認 

申請書等の承 

認 

規約変更届出 

書等の受理 

厚生労働大臣 

への提出書類 

の経由 

２７年度 ０ ８１ ２９ １４５ 
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＜指導部門＞ 

 

１０ 管理課 

 

（１）公益法人等が行う医療保健業に係る非課税措置制度に関する証明事務 

① 概要 

一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会で一定

の基準を満たしたものや、公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を

行う法人で一定の基準を満たしたものについて、その法人が行う医療保健業を収益事

業の範囲から除外する措置を受けるためには、法人税法施行規則第５条第６号又は同

規則第６条第４号及び第７号の規定に基づく厚生労働大臣の証明を要するものとされ

ています。 

中国四国厚生局では、この証明書の交付事務を行っています｡ 

 

② 実績（平成２７年度） 

・証明書の交付 ･･･････････････････････････････････････  １７件 

 

（２）特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明事務 

① 概要 

特定医療法人として法人税の軽減を受けようとする場合は、租税特別措置法施行令

第３９条の２５第１項第１号の規定に基づく厚生労働大臣の証明を要するものとされ

ています。 

中国四国厚生局では、この証明書の交付事務を行っています。 

 

② 実績（平成２７年度） 

・証明書の交付 ･･･････････････････････････････････････  ５４件 

 

（３）後期高齢者医療制度の助言・指導監督 

 ① 概要 

   後期高齢者医療制度の保険者等に対して、後期高齢者医療制度の適正かつ安定的な

運営の確保を図り、保険財政の健全化及び医療費の適正化に努めるよう、必要な助言

及び指導監督を行っています。 

 

 ② 実績（平成２７年度） 

   管内の５県、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康保険団体連合会に

対して指導監督を実施し、保険料収入の確保対策、レセプト点検調査の充実強化等の

医療費適正化対策、保険事業の推進等について助言を行いました。 

   ・５県、５広域連合、３市２町、２国保連合会 
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（４）国民健康保険の助言・指導監督 

① 概要 

国民健康保険の保険者等に対し、国民健康保険事業の適正かつ安定的運営の確保を

図り、保険財政の健全化、医療費の適正化及び保健事業の推進に努めるよう、必要な

助言及び指導監督を行っています。 

 

② 実績（平成２７年度） 

管内の５県及び対象市町等に対して助言・指導監督を実施し、適用の適正化対策、

保険給付費等に見合う適正な賦課、保険料（税）収入の確保対策、レセプト点検調査

の充実強化等の医療費適正化対策、保健事業の推進等について助言を行いました。 

・５県、３市２町、２国保連合会、１国保組合 

 

（５）社会保険診療報酬支払基金の実地監査 

① 概要 

保険医療機関及び保険薬局から提出された被用者保険分に係るレセプトの審査・支

払業務等を行っている社会保険診療報酬支払基金支部に対し、業務の適正かつ効率的

な運営を確保するよう、少なくとも３年に１回実地監査を行います。 

中国四国厚生局では、管内（５県）の社会保険診療報酬支払基金支部の実地監査を

実施しました。 

 

② 実績（平成２７年度） 

・１支部（山口） 
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１１ 医療課

（１）指導監査課及び県事務所の行う業務に関する事務の指導及び監督

① 概要

医療課は、健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制

度に係る療養に関する監督及び保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定

訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する指導・監査等の事務等の業

務を取り扱う中国四国管内の指導監査課（広島県）及び中国四国厚生局管内の各県ご

とに設置された事務所（広島県を除く）に対して、事務の指導及び監督を行っていま

す。

（２）医療監視業務

① 概要

医療機関への立入検査（いわゆる医療監視）業務は、医療機関が法令により規定さ

れた人員及び構造・設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かを検査し、不

適正な場合は指導等を通じて改善を図り、良質で適正な医療が国民に提供されること

を目的として、厚生労働省・県・保健所を設置する市が行うこととされています。

中国四国厚生局では、医療法の規定に基づき、特定機能病院への立入検査を実施し

ています。

（特定機能病院）

特定機能病院とは、平成５年の第二次医療法改正により制度化された医療機関の機

能区分で、医療法第４条の規定により、

ア 高度の医療を提供する。

イ 高度の医療技術の開発・評価を行う。

ウ 高度の医療に関する研修を行わせる。

等の能力を有する他、必要な施設を有し、構造・設備が厚生労働省令で定める要件に

適合する、病床数４００床以上の病院で、厚生労働大臣の承認を得た病院です。

② 実施方法

立入検査は、原則として管内の６施設に対して年に１回実施しています。実施にあ

たっては、医療法の規定に基づく地方自治体（保健所）による立入検査の実施に併せ、

合同で実施しています。
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③ 実績等

・中国四国厚生局所管の特定機能病院（平成２７年度末現在）

県 名 施 設 名

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

島根県 島根大学医学部附属病院

岡山県
岡山大学病院

川崎医科大学附属病院

広島県 広島大学病院

山口県 山口大学医学部附属病院

・実績（平成２７年度）

立入検査の実施病院数 ･････････････････････････････････ ６病院
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１２ 調査課

（１）保険医療機関等に関する情報の収集、管理及び分析

① 概要

指導監査課及び県事務所へ提供された保険診療等に係る情報の集計及び分析等を行

っています。

（２）指導部門の保有する情報の公開の調整

① 概要

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情報公開法）に基づく行政文書の開示

請求に係る業務のうち、指導部門の保有する情報の公開に関する調整等を行っていま

す。

また、中国四国厚生局管内の保険医療機関等に係る情報を、ホームページに掲載する

ことにより広く公開しています。

（３）保険医療機関等管理システムに係ること

① 概要

保険医療機関等管理システムの運用及び情報管理に関する業務を行っています。

（４）訴訟関係

① 概要

指導部門の所掌事務に係る訴訟に関する情報の収集、分析及び連絡調整を行っていま

す。
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１３ 福祉指導課 

   ※平成２８年４月から健康福祉課に統合されます。 

 

（１）社会福祉法人の許認可等に関する業務 

① 概要 

社会福祉法人は、社会福祉法の規定に基づき、社会福祉事業を行うことを目的とし

て設立される法人であり、その設立・解散や定款変更等の許認可、各種届出の受理な

どの事務については、厚生労働省又は地方公共団体（都道府県・指定都市・中核市）

が行うこととされています。 

地方厚生局が所管する法人は、二以上の都道府県で事業を行う法人であって、特定

の要件（※）以外の法人が対象となり、法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とす

る地方厚生局が所轄庁となります。 

※特定の要件 

ア 全国組織（中央組織）として設立され全国を単位として事業を行う法人 

イ 地域を限定することなく助成事業、相談事業を行う法人 

ウ 個別の法令等を根拠として指定された法人 

エ 上記に類する事業を行う法人 

   なお、平成２８年３月３１日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」

により、平成２８年４月から認認可等の事務権限が地方厚生局から都道府県に移管さ

れます。 

 

② 実績（平成２７年度） 

所管する法人数 ６１法人（平成２８年３月末現在） 

・定款変更の認可  ･･････････ ３５件 

・定款変更の届出  ･･････････ １５件 

・財産処分の承認 ･･････････  ５件 

 

（２）社会福祉法人に対する指導監査 

① 概要 

社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法人の適正な運営と円滑な社会福祉事

業の経営の確保を目的として、社会福祉法第５６条第１項の規定に基づき所轄庁が実

施するものです。指導監査の対象は、中国四国厚生局が所管する社会福祉法人へ出向

き実地に指導を行っています。 

なお、平成２８年３月３１日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」

により、平成２８年４月から認認可等の事務権限が地方厚生局から都道府県に移管さ

れます。 
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② 実績（平成２７年度） 

ア 実施状況 

   （ア）老人福祉に関する社会福祉法人 

     対象法人４３法人のうち、２法人に対し実施しました。 

   

 （イ）老人福祉以外に関する社会福祉法人 

      対象法人１８法人のうち、５法人に対し実施しました。 

 

イ 主な指摘事項 

主な指摘事項は、次のとおりです。 

【組織運営】 

・役員（監事・評議員）が、他の役員とその親族その他の特殊の関係に

あり、また規定の人数を超えて選任されている 

３件 

・借入金について、理事会の議決を経ていない ２件 

・評議員会において、書面を提出した評議員が出席したものとして取り

扱っていた 

２件 

・評議員に地域の代表がいない ２件 

【管理】 

・寄付金品の受け入れにおいて、寄付申込書を法人において作成し、領

収書の発行がされていない 

１件 

・情報開示について、インターネットを活用し公表しなければならない

現況報告書が、公表されていない 

１件 

 

（３）障害者自立支援業務に関する指導 

① 概要 

障害者自立支援制度の円滑かつ適正な実施を図る観点から、障害者総合支援法第２

条第３項及び地方自治法第２４５条の４の規定に基づき実施するものです。 

指導監査の対象は、中国四国厚生局管内の県、政令指定都市、中核市であり、県市

へ出向き実地に指導を行っています。 

 

② 実績（平成２７度） 

対象県９県のうち、４県及び同県内の４市において実施しました。 

 

（４）事務権限の移譲について  

介護保険の保険者、介護保険施設等に対する指導、介護サービス事業者の届出等に

関する業務は、「介護保険法第１９７条第３項」の新設により、また、介護サービス

事業者の業務管理体制に関する監督等は、「地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成２６年法律第５１号）

（第４次一括法）に基づき、事務権限が地方厚生局から都道府県に移管されました（平

成２７年４月１日施行）。 
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１４ 指導監査課／県事務所

（１）保険医療機関等の指定、保険医等の登録に関する申請、届出等の受付及び

審査

① 概要

ア 保険医療機関等の指定等

医療機関又は薬局が健康保険法等における療養の給付の取扱いを行うためには、

当該医療機関又は薬局の開設者の申請によって、地方厚生局長の指定を受けなけれ

ばなりません。

この指定を受けた医療機関を保険医療機関といい、薬局を保険薬局といいます。

なお、地方厚生局長が保険医療機関又は保険薬局の指定を行おうとするときは、

地方社会保険医療協議会に諮問しなければならないこととされています。

中国四国厚生局では、これらの保険医療機関及び保険薬局の指定のほか、健康保

険法による指定訪問看護事業者の指定、柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任

に関する業務を行っています。

イ 保険医等の登録

保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険

薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、地方厚生局長の登録を受けた医

師若しくは歯科医師又は薬剤師でなければならないこととされています。

この登録を受けた医師又は歯科医師を保険医といい、薬剤師を保険薬剤師といい

ます。

中国四国厚生局では、保険医及び保険薬剤師の登録に関する業務を行っています。

② 実績（平成２７年度）

新規指定保険医療機関等・新規登録保険医等件数

県名
新規指定数（単位：件） 新規登録数（単位：人）

医科 歯科 薬局 医師 歯科医師 薬剤師

鳥取 4 2 4 21 0 32

島根 7 4 7 61 3 35

岡山 15 12 18 142 57 111

広島 16 18 27 137 54 181

山口 9 4 12 67 2 61

合計 51 40 68 428 116 420

注：新規指定保険医療機関等の件数には、交代・組織変更・移動等は含まない。
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（２）保険医療機関等及び保険医等に対する指導監査

① 概要

ア 指導

保険医療機関等や保険医等に対し「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に

定められている保険診療等の取扱い、診療報酬等の請求などに関する事項について

周知徹底し、保険診療等の質的向上及び適正化を図ることを目的として、中国四国

厚生局では、健康保険法等の規定に基づき、保険医療機関等や保険医等に対する指

導を行うこととしています。

イ 適時調査

厚生労働大臣の定める施設基準（基本診療料及び特掲診療料）等の届出を受理し

ている保険医療機関等について、届け出られている施設基準等の充足状況を確認す

るため、中国四国厚生局では、健康保険法等の規定に基づき、保険医療機関等に対

する調査を行うこととしています。

ウ 監査

保険医療機関等や保険医等が保険診療等の取扱いや診療報酬等の請求などが、法

令等の規定に従って適正に実施されているかを確認するため、中国四国厚生局では、

健康保険法等の規定に基づき、保険医療機関等や保険医等に対して、監査を実施す

ることとしています。

なお、監査の結果に基づき、必要に応じて、保険医療機関等の指定の取消、保険

医等の登録の取消などの行政上の措置を行います。

② 実績（平成２７年度実績：速報値）

ア 指導の実施状況

【個別指導】

県名
保険医療機関等（単位：件）

医科 歯科 薬局 計

鳥取 9 11 11 31

島根 23 12 12 47

岡山 21 6 29 56

広島 23 14 59 96

山口 39 24 31 94

合計 115 67 142 324
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【新規個別指導】

県名
保険医療機関等（単位：件）

医科 歯科 薬局 計

鳥取 8 5 4 17

島根 10 4 10 24

岡山 35 24 41 100

広島 63 52 51 166

山口 17 11 19 47

合計 133 96 125 354

【集団的個別指導】

県名
保険医療機関等（単位：件）

医科 歯科 薬局 計

鳥取 21 18 18 57

島根 27 23 21 71

岡山 97 0 52 149

広島 146 121 96 363

山口 50 54 58 162

合計 341 216 245 802

イ 適時調査の実施状況

県名 保険医療機関等（単位：件）

鳥取 26

島根 30

岡山 58

広島 59

山口 50

合計 223

ウ 監査の実施状況

県名
保険医療機関等（単位：件）

医科 歯科 薬局 計

鳥取 0 1 0 1

島根 0 0 0 0

岡山 2 1 0 3

広島 1 0 1 2

山口 1 0 0 1

合計 4 2 1 7

60



エ 返還金の状況

県名 返還額（単位：千円）

鳥取 201,975

島根 155,164

岡山 142,187

広島 268,465

山口 40,638

合計 808,429

③ 参考として平成２６年度実績

ア 指導の実施状況

【個別指導】

県名
保険医療機関等（単位：件） 保険医等（単位：人）

医科 歯科 薬局 計 医師 歯科医師 薬剤師 計

鳥取 15 11 9 35 88 11 12 111

島根 26 12 16 54 215 12 23 250

岡山 35 6 23 64 91 6 23 120

広島 24 17 47 88 24 17 47 88

山口 43 22 30 95 77 22 30 129

合計 143 68 125 336 495 68 135 698

【新規個別指導】

県名
保険医療機関等（単位：件） 保険医等（単位：人）

医科 歯科 薬局 計 医師 歯科医師 薬剤師 計

鳥取 7 1 8 16 7 1 10 18

島根 12 4 10 26 12 4 12 28

岡山 37 31 30 98 39 31 30 100

広島 54 28 57 139 54 28 57 139

山口 23 18 32 73 23 18 32 73

合計 133 82 137 352 135 82 141 358
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【集団的個別指導】

県名
保険医療機関等（単位：件）

医科 歯科 薬局 計

鳥取 18 21 18 57

島根 23 21 23 67

岡山 95 0 56 151

広島 167 120 112 399

山口 66 55 61 182

合計 369 217 270 856

イ 適時調査の実施状況

県名
保険医療機関等（単位：件）

医科 歯科 薬局 計

鳥取 27 0 0 27

島根 32 0 0 32

岡山 58 0 0 58

広島 60 0 0 60

山口 41 0 0 41

合計 218 0 0 218

ウ 監査の実施状況

県名
保険医療機関等（単位：件） 保険医等（単位：人）

医科 歯科 薬局 計 医師 歯科医師 薬剤師 計

鳥取 0（0） 1（1） 1（0） 2（1） 0（0） 2（1） 1（0） 3（1）

島根 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）

岡山 2（0） 0（0） 0（0） 2（0） 2（0） 0（0） 0（0） 2（0）

広島 1（0） 0（1） 1（0） 2（1） 1（0） 0（1） 1（0） 2（1）

山口 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）

合計 3（0） 1（2） 2（0） 6（2） 3（0） 2（2） 2（0） 7（2）

注：（ ）内は、当該年度に取消処分（取消相当含む）した件数である。
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エ 返還金の状況

県名
返還額（単位：千円）

指導によるもの 適時調査によるもの 監査によるもの 計

鳥取 67,179 561 22,339 90,079

島根 7,641 9,945 0 17,586

岡山 242,380 172,703 7,834 422,917

広島 12,656 0 0 12,656

山口 52,049 29,604 0 81,653

合計 381,905 212,813 30,173 624,891
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＜麻薬取締部＞

１５ 麻薬取締部

（１）薬物事犯の取締り

① 概要

ア 薬物事犯の取締り

麻薬取締部は、薬物犯罪に関する司法警察権を付与された麻薬取締官によって構

成され、麻薬、大麻、覚醒剤及び指定薬物などの薬物犯罪の取締りを行っています。

イ 各取締機関との連携

（ア）麻薬取締協議会

麻薬取締部では、毎年、薬物犯罪の取締りに関する情報交換や裁判例の分析、

捜査上の留意点等に対する検討を行うため、厚生労働省、法務省、財務省、警察

庁、海上保安庁及び中国地区管内の警察、税関、海上保安部、NCIS（米合衆国海

軍犯罪捜査局）、県薬務主管課等による「中国地区麻薬取締協議会」を開催して

います。

（イ）麻薬取締職員会議

上記の麻薬取締協議会に併せて、管内の県薬務主管課麻薬取締員による「中国

地区麻薬取締職員会議」を開催し、医療用麻薬等が適切に流通するよう監視・監

督等に関する会議を行い、各県との連携強化を図っています。

（ウ）その他会議

各県が毎年開催する薬物乱用対策推進地方本部会議、税関が各地区で開催する

密輸出入取締対策地区協議会等の会議に出席して、薬物事犯取締対策・薬物乱用

防止対策について、関係機関と協議しています。

（エ）合同捜査

個々に取り扱う薬物事件については、その性質、内容により、必要に応じ、取

締関係機関（警察、海上保安部、税関等）との合同捜査を行っています。

② 実績（平成 27 年）

ア 薬物事犯の取締り

・検挙件数、人員

法 令 別 件 数（件） 人 員（人）

覚せい剤取締法
麻薬及び向精神薬取締法
大麻取締法
医薬品医療機器等法

0
4
4
3

0
6
5
2

計 11 13

うち、警察との合同捜査が1件 1名
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・押収品目、数量

品 目 数 量

乾燥大麻

大麻草

指定薬物（植物片）

指定薬物（液体）

指定薬物（粉末）

18.751 グラム

43 本

1129.616 グラム

392 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ

42.467 グラム

イ 各取締機関との連携

・会議の開催

中国地区麻薬取締協議会 6月3日（鳥取県米子市）

中国地区麻薬取締職員会議 6月4日（鳥取県米子市）

（２）鑑定

① 概要

麻薬取締部では薬物犯罪を立証するため、薬物鑑定に関する以下のような業務を行

っています。

・押収した薬物の定性分析及び定量分析

・生体試料（尿、汗、毛髪等）からの規制薬物の検出及び定性分析

・信頼性の高い鑑定手法の開発や、新たな規制薬物の鑑定方法の研究

② 実績（平成27年）

鑑定嘱託件数

検体数

139 件

212 検体

（３）正規麻薬等の指導・監督

① 免許、許可等

ア 概要

麻薬、向精神薬等は、中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼす物質で、そ

の使用方法を誤ると、個人の健康を害するだけでなく各種犯罪の誘因となるなど、

公共の福祉に計り知れない危害をもたらす危険な薬物となります。その中には、す

ぐれた鎮痛、鎮静効果等を有し医療分野に不可欠なものもあります。

そこで、これら麻薬等が横流しされ乱用されないようその使用及び流通を正当な

目的（医療及び学術研究）に関するもののみに限定してその取扱いを免許制、許可

制、登録制とし、国民の健康被害を未然に防止しています。麻薬取締部では、これ

らの免許業務等を行っています。
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イ 実績（平成27年）

種 別 件 数

麻薬関係

（うち麻薬小売業者間譲渡許可）

（うち麻薬携帯輸出入許可）

向精神薬関係

麻薬向精神薬原料関係

あへん関係

152 件

(105 件 523 店舗 )

（35 件）

7 件

4 件

2 件

② 立入検査

ア 概要

麻薬取締部では、麻薬や向精神薬などを取り扱う施設（輸入業者、輸出業者、製

造業者、卸売業者、病院、診療所、薬局、研究所、大学など）に対して立入検査を

実施し、行政指導を通じてその取扱いの適正を図っています。

イ 実績（平成27年）

種 別 件 数

麻薬

向精神薬

覚醒剤、覚醒剤原料

148 件

134 件

90 件

③ 事故麻薬等

ア 概要

麻薬、向精神薬、あへん、覚醒剤等の盗難、所在不明及びその他の事故について

は、麻薬及び向精神薬取締法等の規定に基づき、厚生労働大臣、地方厚生局長又は

都道府県知事に届け出ることになっており、再発しないよう麻薬取締官や麻薬取締

員が事故の内容を調査し、指導しています。また、犯罪性の疑いがある場合には捜

査に着手することになります。

イ 実績（平成27年）

種 別 滅 失 所在不明 盗 取 その他

麻薬 268 件 23 件 0 件 18 件

向精神薬 0 件 0 件 0 件 6 件

麻薬等原料 0 件 0 件 0 件 0 件

覚醒剤 0 件 0 件 0 件 0 件

覚醒剤原料 2 件 9 件 0 件 1 件
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（４）国庫帰属麻薬等の処分

① 概要

犯罪捜査等により押収された麻薬等は、刑事手続等が終了後、いったん国庫に帰属

し、その大部分は廃棄処分となります。研究用等として必要な薬物は、厚生労働大臣

の許可を得て研究用等に再利用する場合もあります。麻薬取締部は、これら麻薬等の

引継ぎ・廃棄・再交付事務等の業務を行っています。

② 実績（平成27年）

国庫帰属受理件数 61件

※地方検察庁、税関からの引継ぎです。

（５）薬物中毒者対策

① 概要

麻薬等薬物中毒者に対して、再び中毒や乱用に陥らないよう相談に応じるとともに

必要な指導を行っています。

また、毎年、四国厚生支局麻薬取締部と共催で関係機関（精神科医師、精神保健福

祉センター職員、保健所職員、保護観察官、刑務官等）との「中国四国地区薬物中毒

対策連絡会議」を開催し相談業務の充実、連携を図っており、平成27年度は、9月28

日に香川県高松市において開催しました。

更に、麻薬取締部では、「麻薬・覚醒剤相談電話082-228-8974」を設置し、薬物乱

用者の家族などからの相談に応じています。

相談電話の内容は、対象者の性格や行動の変化から薬物中毒ではないかといったも

のですが、なかでも、覚醒剤中毒になった場合の身体的・精神的変化等への質問が多

く、対象者に対する対処方法や病院施設等の紹介を求めたり、また、家族や友人での

説得の限界を感じ、第三者への危害が想定されるようになると、逮捕してでも更生さ

せたいといった相談もあります。

そのほか、「薬物乱用防止５か年戦略の加速化プラン」の策定に伴い、初犯者が再

び薬物を乱用することのないよう麻薬取締部が検挙した初犯者やその家族に対する「

初犯者等に対する再乱用防止対策プログラム」を策定し、平成23年8月1日から開始し

ました。

② 実績（平成27年）

相談電話受理件数

再乱用防止対策プログラム件数

35 件

36 件

（６）薬物乱用防止啓発活動

① 薬物乱用防止教室等への講師派遣

ア 概要

薬物乱用を阻止するためには、新たな乱用者を作らない社会環境を醸成する必要

があります。このために、現職麻薬取締官や麻薬取締官OBを学校、各種団体等が主
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催する薬物乱用防止教室等に派遣しています。

イ 実績（平成27年度）

講師（現職麻薬取締官）を派遣した団体

対象者数

11 団体

1，885 人

② 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

2019年（平成31年）までに薬物乱用を根絶することを目指した「新国連薬物乱用

根絶宣言」の支援事業の一環として、官民一体となり国内外における薬物乱用防止

に資するための活動を行っています。

③ 不正大麻・けし撲滅運動

ア 概要

「大麻」や「けし」は大麻取締法などの法律で栽培することが規制されています

が、自生の大麻やけしが薬物の乱用者に悪用されることのないようにするため、毎

年、5月1日～6月30日の間を不正大麻・けし撲滅運動期間としており、本年もポスタ

ー、リーフレット等を掲示・配布するとともに、管内各県の保健所職員等と協力し

て自正大麻・けしの発見・除去を行っています。

イ 実績（平成27年）

除去した「けし」 5173株

④ あへん収納

ア 概要

毎年、管内（岡山県）のけし耕作者が採取したあへんの収納を行っており、平成

27年は7月9日に行いました。

イ 実績（平成27年）

けし耕作者

あへん収納量

2 名

31.28 グラム

⑤ 麻薬・覚醒剤乱用防止運動

ア 概要

国民の薬物乱用防止に対する意識を深めるため、毎年麻薬・覚醒剤乱用防止運動

を実施しています。

イ 実績（平成27年度）

11月25日に徳島県徳島市のあわぎんホールにおいて、四国厚生支局麻薬取締部と

徳島県との共催により「麻薬・覚醒剤乱用防止運動徳島大会」を開催し、参加者一
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人一人に薬物乱用による危害を認識させるとともに、乱用防止に対して積極的な姿

勢を喚起しました。
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